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○福井委員長 

 それでは、昨日に引き続きまして本日の委員会を開会いたします。 

 引き続いて、教育委員会の審議をしたいと思います。 

 報告事項について執行部から説明を受けます。 

 なお、質疑は全ての説明を受けた後、一括して受けることといたします。 

 それでは、順次説明してください。 

 森山参事。 

○森山参事（教育政策・文化財） 

 それでは、資料６６ページをお願いいたします。島根県教育大綱（案）について御説明

いたします。 

 １、位置づけ等につきましては、昨年１０月に御説明させていただいたとおりでござい

ます。 

 策定経過につきましては、２に記載のとおりでございまして、第２期島根創生計画の策

定状況を踏まえながら議論を進めてまいりました。 

 ３の教育大綱の案です。次のページ、６７ページを御覧ください。こちらは、先月５日

に開催しました総合教育会議で協議した大綱の案になります。６９ページを御覧ください。

６９ページに記載の目次の内容で構成しておりまして、１０月に御報告させていただきま

した素案から大きな修正はございませんけども、本日３点ほど表現の修正等について説明

させていただきます。 

 次のページの７０ページをお願いいたします。１点目、基本理念になりますけども、下

から２段落目の中ほどの下線部、新たに、「県内のみならず、海外を含む県外のどこに住

んでいても、」の文言を追記しております。また、次の行の下線部、修正前は「未来の島

根を支える人」としていましたところ、「島根をはじめ地域の未来を支える人」としてお

ります。子どもたちが自分の夢や希望をかなえるために、将来どこに住んでいても島根の

教育を受けたという自信と誇りを持ってその地域に関わってほしいという趣旨で修正をし

ております。 

 続きまして、２点目としまして、次の７１ページをお願いいたします。幼小連携・接続

の推進の下線部を、修正前は「幼児教育施設から小学校への円滑な接続を推進します」と

していたところを「小学校・地域・保護者が一体となって、」という文言を追記しており

ます。 

 ３点目、７３ページになります。社会教育の推進の下線部、新たに「公民館やＮＰＯ団

体等、社会教育を推進する関係者と連携して、」という文言を追記しまして、社会教育関

係者との連携を明記いたしました。 

 先般の総合教育会議では、これら３点の修正に対し意見はございませんでした。 

 ６６ページにお戻りください。今後のスケジュールでございます。現在示されている第

２期島根創生計画の案に大きな修正がなければ、この大綱案のとおりで年度内に決定した

いと考えております。 

 続きまして、７４ページをお願いいたします。しまね教育振興ビジョン（最終案）につ

いて御説明いたします。１の策定経過等についてです。１月１７日のこの委員会で、パブ

リックコメント等でいただいた意見等を反映したビジョンの案を御報告いたしました。そ
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の後、大きな変更はございませんが、３点ほど御説明をさせていただきます。 

 １０４ページをお願いいたします。望ましい生活習慣の確立、心身の健康づくりと体力

の向上の今後の方向性の１つ目の丸に、県教育委員会において、今月改定いたします学校

保健計画策定の手引に基づいて各学校の取組を支援することを追記いたしました。 

 １１１ページをお願いいたします。こちらは不登校児童生徒等への支援の今後の方向性

を記載したページになりますけども、上から４つ目の丸に、新たに、中学校在学中に長期

にわたって欠席した生徒等を対象に、一般入学者選抜及び第２次募集において、個人調査

報告書を選抜の資料として用いない選抜方式を、全日制・定時制課程の全ての学科におい

て導入するということを追記いたしました。 

 １２３ページをお願いいたします。働き方改革の推進でございますけども、現時点での

修正等はございませんが、現在、国会において、いわゆる給特法の改正案が提出されてお

ります。この改正案には、教職調整額の引上げのほかに、県と市町村教育委員会、全ての

学校設置者が教員の業務量の適切な管理や、健康、福祉を確保するための措置に関する計

画を策定し、公表することなどの義務づけが盛り込まれておりますので、今後の審議の状

況を見ながらこのことについて追記したいと考えております。 

 ７４ページにお戻りください。今後のスケジュールですが、今月下旬の教育委員会会議

における議決により、年度内に決定したいと考えております。説明は以上です。 

○福井委員長 

 野々内総務課長。 

○野々内総務課長 

 資料１３５ページをお願いいたします。令和７年度教育委員会組織改正の概要について

御説明いたします。１、組織改正内容ですが、学校教育に係る施策の効果的な推進を図る

ため、教育指導課を２課に再編するものです。表内２ポツのとおり、基礎学力の育成、幼

小連携の強化、理数教育の充実、不登校対策等を担う学校教育課を新たに設置し、現在の

義務教育推進室、幼児教育推進室、子ども安全支援室を移管いたします。 

 また、３ポツのとおり、学校と地域や県内大学等との連携等を推進する教育連携推進課

を新たに設置し、あわせまして、学びを支えるＩＣＴ環境の整備等を行う教育ＤＸ推進室

を設置することとしております。 

 なお、現在の地域教育推進室及び学校企画課の情報化推進スタッフは廃止し、情報化推

進スタッフの業務は教育ＤＸ推進室へ移管いたします。 

 １３６ページをお願いいたします。２、組織図でございます。左側が現行、右側が改正

後の本年４月以降になります。 

 また、上段が現行の教育指導課と再編後の学校教育課及び教育連携推進課、下段が学校

企画課になります。スタッフ、係単位での移行を示しております。左側中ほどの地域教育

推進室のうち、キャリア教育スタッフ以外のスタッフを教育連携推進課の２係１スタッフ

へ再編いたします。 

 また、左側上段の教育推進スタッフと、下段、学校企画課の情報化推進スタッフを統合

し、教育連携推進課内に教育ＤＸ推進室を設置することとしております。 

 １３７ページをお願いいたします。３、所掌事務につきましては、学校教育課は幼児教

育から高校段階までの学校教育に係る業務全般を所掌し、教育連携推進課は学校と地域や
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県内大学等との連携、ＩＣＴ環境の充実や校務情報化などを推進することとしており、詳

細は記載のとおりでございます。 

 続いて、１３８ページをお願いいたします。島根県特定事業主行動計画の改定について

でございます。こちらにつきましては、昨日、人事課が説明した資料と同じものでござい

まして、人事課より内容を一通り御説明しておりますので、本日は説明を割愛させていた

だきます。 

 １３８ページ、１３９ページに概要を、２３２ページから２５０ページまで別冊として

資料を掲載しております。後ほど御質問等をお受けいたしますので、よろしくお願いいた

します。以上です。 

○福井委員長 

 吉岡県立学校改革推進室長。 

○吉岡県立学校改革推進室長 

 １４０ページをお願いします。県立高校魅力化ビジョン後半５年間の「具体的な取組」

（案）について御説明いたします。県立高校魅力化ビジョン後半５年間につきましては、

これまで報告した骨子案、素案を基に策定しております。 

 １つ目の丸、骨子案でお示しした章立ては、現行ビジョンを維持しています。丸２、方

向性は時点修正しており、別紙でアンダーラインを示しています。丸３、具体的な取組は、

上位計画等、当初予算案を基に策定しています。丸４、必要に応じて注釈を加えておりま

す。 

 ２、これまでの経緯です。１２月に骨子案、１月に具体的な取組素案を報告させていた

だき、本日ビジョン後半（案）についての報告となります。 

 ３、ビジョン後半５年間の具体的な取組（案）につきましては、次の１４１ページから

１７８ページ、別紙のとおりでございます。それぞれの具体的な取組は方向性に沿ったも

のですので、この場では時点修正した方向性、アンダーラインの部分の主な修正点につい

て御説明します。 

 １４５ページをお願いします。第１章、生きる力を育む魅力ある高校と地域づくりの推

進。 

 １、学校と地域の協働体制の充実、２段目から４段目、前半期間の取組により、地域と

一体となった協働体制が全ての高校に構築され、学校運営協議会も設置しました。今後も

その活動の充実を図り、持続可能な運営となるよう研究していきます。 

 １４７ページ、地域資源を活用した特色ある教育課程の推進。３段目から４段目、小・

中学校で進められてきたふるさと教育の学びを土台にして、各高校において、地域の課題

解決に限らず、生徒が自ら地域の素材や学習環境を積極的に活用しながら、実社会、実生

活の事象や社会課題を取り上げ、課題を発見し、多様な立場の人々と対話しながら情報を

収集、整理分析し、考えを広げ、深めていくといった探究的に学ぶ取組を、地域住民、地

元企業や大学等と連携しながら行っていくとしております。 

 １５５ページ、しまね留学による県外からの生徒の受入れ、２段目から３段目、しまね

留学により、近年約２００人の県外からの生徒を安定的に受け入れています。今後は、価

値観の多様性を高めるため、国外からの受入れも目指していきます。 

 なお、どの程度受け入れるかにつきましては、各地域における県内生徒とのバランスを



－4－ 

考慮し、地元市町村の意見も聞きながら進めていく必要があると考えています。 

 １５６ページから、生徒が自ら選び、学び、夢をかなえる高校づくりの推進です。 

 １６３ページまで飛びまして、４、教育上の配慮が必要な生徒の学びへの支援、学びの

セーフティーネットの構築です。１６４ページに続いていますが、上のところ、コロナ禍

以降、不登校児童生徒数は増加傾向にあり、一人ひとりの実情に応じた柔軟な履修及び単

位取得の認定により、進級や卒業に向けたきめ細かな対応が求められています。今後、ニ

ーズが一層高まることが見込まれるため、定時制・通信制高校の教育の質の向上も検討し

ていかなければなりません。さらに、帰国・外国人児童生徒も増加傾向にあり、今後、ま

すます多国籍化・多言語化が見込まれることから、日本語指導が必要な生徒への教育を引

き続き充実させていく必要があります。 

 １６５ページ、インクルーシブ教育システムの推進。２段目以降です。自校通級、聾学

校による難聴通級、５圏域の各拠点校から巡回による通級を実施し、全ての県立高校で通

級による指導が受けられる体制を整備しました。 

 また、各地域、圏域の拠点校５校をインクルーシブ教育システム推進センター校として、

ネットワークづくりと特別支援教育の推進にも取り組んでいます。 

 １６６ページに続きまして、今後もより効果的な通級による指導体制を研究するととも

に、障がいのある生徒一人ひとりの状態や特性に応じた指導を充実させ、高校におけるイ

ンクルーシブ教育システムの構築のため、特別支援教育を推進していきます。 

 １６９ページから第３章、将来を見通した教育環境の整備。１、地域別高校の在り方、

（１）県立高校の在り方について、２段目から４段目です。令和７年度以降もさらなる少

子化の進展が見込まれる。今後も、地域の実情に応じた県立高校の在り方や配置について

引き続き研究していくとともに、地域における高校教育の在り方について、地域の意見を

踏まえながら検討していきます。 

 １７２ページに飛びまして、江津地域における新設校の設置。この後、Ⅰ期まとめを御

報告させていただきますが、これまでの検討の経緯の概要について記載した上で、一番下

の３行、江津高校と江津工業高校を統合し、１学年１２０名規模の新設校を開校するとい

う基本的な方針を令和５年度１２月に定め、新設校設置に向けた検討を進めています。 

 １７３ページ、教職員の働き方改革、教員の確保と育成、（１）の教職員の働き方改革

です。平成３１年３月に教職員の働き方改革プランを策定し、３年間を重点期間として取

組を進めるとともに、実態調査を行ってきました。 

 １７４ページに行きまして、これまでの取組により時間外勤務は減少に向かい、プラン

策定前の平均と比較して４５％削減しました。しかしながら、目標については依然達成で

きておりません。このような教職員の負担を軽減し、長時間勤務の是正及びワーク・ライ

フ・バランスの適正化による教育の質の向上等を図るため、様々な取組を引き続き行って

いくとしております。 

 なお、現在国会において、いわゆる給特法の改正案が提出されました。その中で、学校

設置者であるそれぞれの教育委員会に対して業務管理等、業務量管理、健康確保措置実施

計画の策定が義務づけられています。こうした国の動きを踏まえ、この県立高校魅力化ビ

ジョンにおいても教職員の働き方改革の方向性について追記したいと考えています。 

 本日、この案に対する御意見いただき、今月下旬の教育委員会会議における議決を経て、
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年度内に決定したいと考えております。 

 続きまして、１７９ページを御覧ください。江津地域の新設校開校準備委員会、Ⅰ期ま

とめ（案）について御説明します。 

 ３の図にありますように、令和６年度までをⅠ期、令和７年度以降をⅡ期として検討を

進めております。２の経緯の４行目、１月に中間まとめを報告させていただきました。次

ページ１８０ページから１８７ページがⅠ期まとめ（案）です。報告させていただいたⅠ

期中間まとめからの修正、追記した部分、アンダーラインをつけております。そこについ

て説明させていただきます。 

 １８４ページをお願いします。１８４ページまでの部分につきましては、中間まとめか

らの変更はございません。 

 １８４ページの４、教育活動の特色、（３）円滑な統合に向けた教育活動、２ポツ目、

バスの整備と活用について記載されています。これは、予算案に沿った修正となっていま

す。 

 続きまして、１８５ページ、施設・設備の構想、こちらも予算案に沿った修正をしてお

ります。（１）安心・安全な教育環境の整備、２ポツ目、校地の測量を踏まえ、整備につ

いて検討するとしております。（３）住まい確保、１ポツ目、寄宿舎を改修するという表

現にしております。２ポツ目、女子生徒も利用できるように既存寄宿舎の改修、女子棟を

整備するという記載にしております。 

 ６以降については、全て追記した部分になります。６、Ⅱ期の検討内容等、（１）主な

検討内容について記載しております。Ⅱ期の開校準備委員会の議論の中で、必要に応じて

項目を追加していくことを想定しております。 

 １８６ページ、（２）準備委員会本会議です。Ⅰ期に続いて定期的に開催します。スケ

ジュールが記載しています。（３）開校プロジェクトチームにつきまして、２ポツ目、Ⅱ

期当初はⅠ期の検討内容を継承していくことになりますので、学校魅力化部会で検討を進

めます。３ポツ目、具体的な内容を検討する段階になった際、総務部会、生徒部会、生徒

支援部会を招集し作業を行います。プロジェクトチームの構成内容になっています。米印

で枠外に記載しておりますが、必要に応じて両校長の判断でオブザーバーを加えることと

しております。 

 本日、この場で御意見いただき、必要な修正を加え、３月下旬の教育委員会会議におけ

る議決を経て年度内に決定したいと考えております。 

○福井委員長 

 勝部働き方改革推進室長。 

○勝部働き方改革推進室長 

 １８８ページを御覧ください。令和６年度教職員の休憩時間及び持ち帰り仕事等の実態

調査の結果についてです。メインペーパーと補足資料を準備しております。補足資料は、

様々な項目をクロス集計しております。メインペーパーを基に、補足資料から読み取れる

情報を取り入れながら説明させていただきます。 

 調査は、令和５年度調査と同じ抽出校に対して行っております。令和５年度と同様の調

査に加え、担任、主任、部活動顧問の有無や、新規として各校の取組状況、教職員の仕事

のやりがいについて調査しております。 
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 １８９ページをお願いいたします。時間外勤務と持ち帰り仕事時間については、合わせ

た時間として、１人当たり１日平均、全校種で１０４．４分、高等学校で１４１．２分、

中学校で１１９．４分となっております。 

 １９１ページをお願いいたします。ワーク・ライフ・バランスについてです。全校種平

均で肯定的回答が増加しています。校種別に見ると、特別支援学校では肯定的回答が下が

っています。 

 阻害要因については、１９３ページとなります。学習指導・学習内容の対応、校務分掌、

児童生徒支援、特別支援への対応が上位ですが、高等学校においては１９４ページ、部活

動が６５．１％と、抜きん出て高くなっております。 

 補足資料からですけども、ワーク・ライフ・バランスが取れていない教職員に見られる

傾向として、時間外勤務が多い、仕事量が多いと感じている。ワーク・ライフ・バランス

が取れている教職員に見られる傾向として、やりがいを感じている、持ち帰りをしていな

い、休憩時間が取れている。また、時間外勤務をしていない教職員の約２割は、ワーク・

ライフ・バランスが取れていないと回答していることから、ワーク・ライフ・バランスが

取れない要因というのは様々であることが分かります。 

 続いて、１９５ページ、休憩時間の状況についてです。特別支援学校以外は改善されて

います。特別支援学校では僅かでありますが、ポイントが下がっている状況でございます。 

 休憩できなかった理由としては、１９６ページ、授業準備、片づけ、児童生徒への指導

が上げられます。小学校特別支援学校においては、業間等休み時間においても児童生徒へ

の指導の割合が高く、児童生徒が在校中には休憩時間が取りにくい状況が見られます。職

別に見ると、副校長・教頭は全く休憩が取れなかった、が増加しています。 

 続いて１９９ページ、持ち帰り仕事についてです。全校種で持ち帰っている教職員の割

合は減っていますが、減ったとはいえ約半数が持ち帰り仕事をしている状況です。特に小

学校で半数以上の教職員が持ち帰り仕事を行っております。 

 持ち帰り仕事の内容は、２０１ページ、授業の準備、授業の整理・評価、校務分掌が上

位を占めています。 

 持ち帰る理由については、全校種で勤務時間内に業務が終わらないためが８割、中学校、

高等学校においては、部活動指導を理由に上げた教職員が３割、小学校・特別支援学校に

おいては、放課後に会議や研修を理由に上げた教職員は３割、全校種で育児・介護等家庭

の事情、教材研究は家でじっくりと答えたのが２割。職別に見ると、持ち帰り仕事を行っ

た副校長・教頭は増加しています。副校長・教頭については、時間外勤務時間も長い傾向

が見られます。また、休憩時間が確保できず、持ち帰り仕事も多い状況が見られます。 

 続いて、２０３ページ、学校での働き方改革の取組状況についてです。学校における計

画等の内容の把握状況について、管理職を除いて約２５％の教職員が学校の取組について

把握してない状況が見られます。 

 補足資料からですけども、学校の業務について聞いたところ、約６割の教職員が削減、

効率化できる業務があると回答しています。その業務は、事務作業、軽作業、行事、朝終

礼、会議、打合せ、授業、学習指導の回答が多く、中学校、高等学校については部活動が

上位に上がっております。 

 ２０４ページ、教職員の仕事のやりがいについて、やりがいを感じる業務は２０５ペー
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ジとなります。授業・教科指導、学級経営、生徒指導、教材研究などです。中学校、高等

学校においては、部活動指導が上位に上がっています。部活動は、ワーク・ライフ・バラ

ンスの阻害要因でもあり、やりがいでもある。人によって捉えが異なっているのが分かり

ます。 

 また、管理職はリーダーシップを発揮して業務改善に取り組むなど、勤務環境を整えて

いると感じている教職員はやりがいを感じている割合が高くなる傾向にあることが分かり

ました。 

○福井委員長 

 小室義務教育推進室長。 

○小室義務教育推進室長 

 ２０６ページをお願いします。第２期しまねの学力育成推進プラン（案）でございます。

１０月２３日のこの委員会で、策定までの流れと概要について御報告いたしました。 

 １、位置づけ等から、３、推進プランの目標につきまして変更はございません。修正等

とプラン本体案につきまして御報告いたします。 

 ２０８ページをお願いします。こちらのポンチ絵は前回お示ししたものですが、表の右

の欄に次年度予定されている、関連する教育センター研修について代表的なものを追加記

載いたしました。人材育成の観点から、管理職からの対話と奨励による教員の積極的な研

修への参加につながるようにと考えております。 

 ２０９ページをお願いします。第２期しまねの学力育成推進プランの本体案となります。

こちらの表紙は、上位計画との関連などを示しています。 

 続く２１０ページからは、授業づくりの５つの目標ごとに、１、目指す授業像、２、現

状と課題、３、目指す児童生徒像、４、推進項目、そして児童生徒の変容を捉える視点と

いう構成でまとめております。５つの項目がございますが、授業においては、これらは密

接に関わり合い、影響し合いながら子どもたちの学びを支えていきます。授業は、児童生

徒にとっても教員にとっても、学校生活の中において一番時間を共に過ごす場となります。

自己実現の場でもあり、より豊かな人生を送るための基盤となると考えております。各学

校や自治体がそれぞれの課題に合わせて取り上げ、焦点化して取り組むことができるよう

にもしております。 

 ２０７ページにお戻りいただきまして、４、施策の成果の検証と評価です。推進項目を

踏まえた各年度のアクションプランを示し、市町村教育委員会と連携しながら重点を置い

て取り組んでいきたいと考えております。また、評価参考指標と目標値を設定し、評価を

行ってまいります。 

 最後に、５、今後の予定です。今月の教育委員会会議における議決を経て、年度内に決

定したいと考えております。以上です。 

○福井委員長 

 石橋幼児教育推進室長。 

○石橋幼児教育推進室長 

 しまねの架け橋期の教育ガイドについて御報告いたします。２１５ページを御覧くださ

い。 

 本件につきましては、１０月の本委員会において、島根県幼児教育振興プログラムの改
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訂についてということで、一度御報告しておりますが、その後実施しましたパブリックコ

メントも踏まえ、しまねの架け橋期の教育ガイド（案）としたものを御報告するものでご

ざいます。 

 架け橋期と呼ばれる幼児教育施設の年長クラスに当たる５歳児から小学校１年生までの

２年間の教育の充実を図ることを目指すこととし、名称についても、「しまねの架け橋期

の教育ガイド」とすることとしております。 

 １、位置づけ等、２、策定体制については、変更ございません。 

 ３、パブリックコメントでございます。記載のとおり昨年１２月からパブリックコメン

トを実施し、計１２件の御意見をいただき、御意見を踏まえた修正等を行ったものは、別

冊３のとおりとしております。いただいた御意見の概要とそれに対する県の考えについて

は、別紙をつけておりますので、後ほど説明いたします。 

 ５、今後の予定ですが、本日、総務委員会にて御報告しました後、教育委員会会議での

議決を経て策定し、公表してまいります。 

 次に、２１６ページの別紙に入ります。パブリックコメントでいただきました御意見と、

御意見に対する県の考え等をまとめております。一番右の列は対応区分としておりまして、

Ａは本ガイドに反映したもの。Ｂは本ガイドに盛り込まれているもの。Ｃは今後の幼小連

携・接続に、取組の参考とさせていただくものとなっております。 

 幾つか御意見を取り上げながら説明いたします。まずナンバー２の御意見について。本

ガイドの中で、幼小連携・接続という言葉の幼小の部分について、幼保小と言わないこと

で幼稚園と小学校のみの連携と誤解されないかという御意見でございました。幼児教育と

いいますのは、幼稚園に限らず、保育所や認定こども園といった施設や家庭・地域等で、

未就学児に対して行われる教育であり、本県で特に利用の多い保育所においても行われる

ものです。島根県の幼児教育施設の市町村における施設等実情、あるいは地域における小

学校と幼児教育施設の連携の状況も様々です。幼稚園のみ幼児教育施設と誤解して捉える

現状が、依然としてある地域もあります。そのため、幼小の幼とは、幼児教育施設全てを

指すことについて県民全体の共通理解を図り、島根県では幼小の言葉とその意味について

普及することを目指す意を持って、幼小連携・接続をガイドにおいて使用することといた

しました。 

 次の２１７ページを御覧ください。ナンバー１０、１１の御意見は、家庭・地域を含め

た子どもに関わる全ての大人の学ぶ機会の必要性、啓発に関する御意見でした。本ガイド

においても、家庭教育との連携や家庭教育の力を高めるための支援の必要性や、そのため

の取組について記載しております。また、家庭教育に限らず、様々な事例については、本

ガイド内の二次元コードから、島根県幼児教育センター等のホームページにリンクできる

ようにすることで、より多くの事例に触れることができるようにすることとしております。

今後、市町村と連携を図りながら、家庭・地域とともに学ぶ研修等の機会について検討し

てまいります。 

 最後、２６７ページから３０３ページまでは、別冊としまして、策定しますガイド（案）

を載せております。本ガイドの活用によりまして、幼児教育施設の種別を超えて幼小の相

互理解を深め、架け橋期の教育の充実に向け推進してまいりたいと思います。以上です。 

○福井委員長 
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 八束特別支援教育課長。 

○八束特別支援教育課長 

 ２１８ページをお願いします。しまね特別支援教育魅力化ビジョンの後期の取組につい

て説明させていただきます。 

 １に、ビジョンの概要を記載しておりますが、令和３年２月に、１０年間の特別支援教

育の基本的な考え方と方向性を示した計画として策定しました。令和１２年度までを計画

期間とし、必要に応じて見直しを行うこととしています。 

 来年度、５年目を迎え前期の最終年となりますので、今回の２にありますように、本ビ

ジョンの後期の取組を次のように考えております。（１）のとおり、前期の取組を検証し、

後期の取組の方向性を示した後期版を来年度中に策定したいと考えます。基本的な考え方

などは現行ビジョンを継承し、具体的な取組の方向性を新たに策定したいと考えます。ま

た、（２）のとおり、他の計画の期間と合わせるため、本ビジョンの計画期間を１年短縮

し、令和１１年度までとしたいと思います。したがって、後期版の期間を令和８年度から

令和１１年度までの４年間とします。来年度の進捗状況については、定期的に本委員会に

報告したいと考えます。以上です。 

○福井委員長 

 太田保健体育課長。 

○太田保健体育課長（健康づくり推進室長事務取扱） 

 資料２１９ページを御覧ください。島根県公立中学校における部活動の地域連携・地域

移行に係る方針（案）について御報告いたします。 

 １１月議会の本委員会で、方針の素案についてお示ししておりますが、その後、パブリ

ックコメントを実施いたしました。その状況は２に記載しているとおりですが、５名の方

から御意見をいただいております。また、教育委員会などからの意見として、１団体から

御意見がありました。そのうち主な御意見に対する県の考え方を御報告いたします。２２

０ページを御覧ください。 

 方針の基本的な考え方に対して、ナンバー１の御意見は、活動を休日、平日に分けて考

えるのではなく、長期的視野で検討すべき、また広く県民的な議論をすべきといった御意

見です。これに対しては、平日については、指導者確保や移動手段の確保といった課題が

多いと考えられるため、まずは休日からの検討としていること、現在県においては、部活

動における外部指導者の確保・育成に取り組んでいる状況があり、この指導者の方たちが、

「島根かみあり国スポ」や地域移行に関わってくる可能性もあることから、県としては、

国民スポーツ大会が開催される令和１２年度末までの期間を目安として設定していること、

また、今後、各市町村において方針策定等を進めていく際に、地域の実情に応じた議論が

なされることを期待して県方針を策定することなどを記載しています。 

 次に、２２１ページのナンバー３についてですが、島根県はこれまでどおり、学校での

部活動を大切にしていくという方針を掲げるべきといった御意見です。これに対しては、

生徒数の減少等により、学校だけでは継続的な活動ができなくなってきている現状がある

ため、部活動ありきではなく、子どもたちの活動の場をどのように確保していくのかとい

う視点で検討していくべきといったことを記載しております。 

 次に、２２２ページのナンバー４です。これは、先ほどの御意見とは反対の御意見です
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が、これまでどおりの活動が、当面継続できる見通しがある場合、移行や体制変更をしな

いこともあり得るという文言は、積極的な地域団体の立ち上げに対しブレーキになる表現

のため、削除するべきといった御意見です。これに対しては、部活動の地域移行や地域連

携が難しい場合は、すぐに部活動を廃止するのではないこと、地域移行が目的ではなく、

子どもたちの活動の場を確保していくことが目的であるため、部活動の継続も想定した記

述等をしていることを記載しております。 

 以上、主な御意見に対する県の考え方について御説明いたしました。 

 このほか、教員の負担軽減等に関することや、地域移行に伴い、想定される課題への懸

念などの御意見がありましたが、今後の参考とさせていただきます。パブリックコメント

等を受けた方針（案）については、別冊に添付しておりますが、今回は大きな変更はなか

ったため、説明は割愛いたします。 

 それでは、２１９ページです。４に、今後のスケジュールを記載しています。方針につ

いては、今月中に決定・公表する予定としています。来年度以降は、より具体的な取組方

策などを各市町村に提示するほか、市町村が取組を進める上での必要な支援を引き続き行

ってまいります。 

○福井委員長 

 村上文化財課長。 

○村上文化財課長 

 ２３０ページをお願いいたします。先月７日付で、島根県指定文化財の指定を行いまし

たので報告いたします。 

 対象は１から５までのとおり、種別は有形文化財、考古資料。名称・員数は大座西古墳

群出土品一括で、所有者は隠岐の島町。現在、隠岐の島町今津の隠岐の島町総合学習セン

ターで保管されています。時代は古墳時代後期から奈良時代までにかけて。西暦では６世

紀後半から８世紀に当たります。６の概要ですが、出土品は、横穴式石室を埋葬施設とし

て持ち、次の、２３１ページの図１及び図２の、２基の古墳で構成された大座西古墳群で

発見されました。１号墳からは中段右の図４にありますように、７世紀前半の環付足金具

が出土したため、階層の高い者が持つ装飾付大刀が副葬されたと考えられ、このことから

有力豪族の墓であることが推測されます。また、２号墳では、３回の埋葬があったと考え

られ、１回目の埋葬の副葬品に、出土品の写真、図３右側の土器や左側の大刀、矛などの

鉄製武器、玉類等の装飾品があり、６世紀後半における隠岐の有力豪族の古墳副葬品の全

体像を知ることができます。また、３回目の埋葬の副葬品として、下の段、図５の銙帯金

具が出土し、当時役人のみがこの銙帯、いわゆるベルトを身につけていたことから、埋葬

されたのは役人の身分を持った人物で、今の市町村長に当たる郡司の可能性があると考え

ております。 

 戻っていただきまして、７の指定の理由といたしましては、古墳時代後期には在地、隠

岐の有力豪族であった者の子孫が、奈良時代の最終の埋葬時には律令官人と言われる役人

となる過程を、一つの古墳群でたどることができる一括資料であり、県内には類例のない

ものであることから県指定文化財として保護することが適当であるとしたものです。 

 なお、資料の内訳は、８のとおりであり、指定件数は９にありますように、今回の指定

により、県指定有形文化財は２１６件、考古史料としては１８件となります。 
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 説明は以上です。 

○福井委員長 

 説明がありましたが、質疑等はございませんか。 

 河内委員。 

○河内委員 

 ３点御質問したいと思います。 

 まず１つ目ですけども、県立高校の魅力化ビジョンということで５か年の策定をされた

ということで、非常によくまとまっているんじゃないかなというふうに思いますが、今、

国のほうで、高校の無償化ということがこれから進んでいくという中で、島根県内におい

ても私立の高校がありまして、そことの競争みたいなことが、より今後、大きくなってい

くんじゃないかというふうに考えるわけなんですけども、そういった私立の高校とのすみ

分けじゃないですけども、共に成長していくべきだというふうに思うんですけども、時期

的にこれからの計画なので、難しいところはあると思うんですけども、そういった視点を、

見る限りあまりないのかなというふうに思っていまして、これからそういったところをよ

り重視する必要があるんじゃないかなというふうに考えているんですけども、どういうふ

うに捉えているかということ。 

 あと、部活動の地域移行についてなんですけども、もちろん指導者の確保ということが

大きな課題ではあると思いますし、あわせて、地域移行をしていくと、移動の問題も必ず

セットで出てくるのではないのかなというふうに思ってますけども、そういったところの

議論が、委員会の中でどういうふうにされてきたのかということをお聞きしたいと思いま

す。今、ライドシェアの取組が国土交通省を中心に広がってますけども、共助版という、

地域の方が地域の方を輸送するというような取組もありますので、そういったところも、

一つヒントになるんじゃないかなというふうに考えてます。 

 最後が、全体的なところになると思いますけども、働き方改革というところで見たとき

に、スクールサポートスタッフという方が、事務的な役割をサポートするというところが

あると思うんですけども、児童クラブの職員の確保も、今の大きな課題になってるのかな

というふうに思いますが、児童クラブの職員さんが、そういった役割を担うということも

効率的じゃないかなというふうに思っているんですけども、そういうところの取組という

ことが、ちょっと資料のここでということではないんですけども、どのような議論とか取

組がされてるのかということを、お聞きしたいです。以上３点でございます。 

○福井委員長 

 野津教育長。 

○野津教育長 

 私立高校の点について、私からお答えさせていただきます。 

 今回の無償化が仮に実現したとして、県内に対しては、あまり影響がないと思っており

ます。上限がそのうち引き上げられるとしても、ほぼ上限に達しているので、県内の高校

は、ただ、所得制限が解放されるぐらいで、結果的に、今回の国の高校無償化は都会の話

であろうと思っています。それ自体が、本県の公私の再編に直接影響するとは思っており

ません。ただ、公私、県内はおおむねでいいますと、公立が７、私立が３という入学定員

の配分をこれまでもずっと守ってきて、全国的に昔からそのような指導がありますが、守
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っているところが最近少なくなってきていますけども、本県は守ってきております。これ

は、県内において私立高校の存在というのは、やはり大きな意味があって、公立高校には

ない教育、あるいは多様性のある人の受入れ、こういったことが進んでおりますし、ある

いは部活動に特化した生徒の受入れ等もございまして、島根県において、現在ある私立高

校というのは存在意義があると、大きな教育の中での役割を果たしているというのが、県

としての評価であります。ですので、この入学定員の公私比率は守りながら、お互いがそ

の中でどうやっていくのかというのは、それぞれが考えていくということになります。 

 問題は、子どもが絶対的に減っていく中で、私立の高校の経営が維持できるような人を

集められるのかということ。そして、公立にとって見れば、適正な規模で教育が維持でき

るのかということが焦点になります。これからの焦点はそこになります。そこについて、

県立高校のビジョンで記載をしておりますけども、適正に考えていくと。現時点で、今日

現在で、江津地域以外の統廃合について検討している事実はございませんし、今年度中に

検討をはじめる考えは、私にはございませんという話は前からしておりますけども、この

新しいビジョンに基づいて、適正規模ということを念頭に、県立高校、入学定員の公私の

話は、松江市立高校も公立の中に含んでおりますので、県教育委員会と松江市教育委員会

が公立高校の当事者でありますけども、松江市教育委員会とはよく、この点については、

常日頃話合いをしております。お互いに学校の適正規模、もう視点は子どもがどういう教

育が受けられるかということが最大のポイントでありまして。ただ、もちろん地域の方、

ＯＢの方、卒業生の方等の御意見もございますけども、やはり今回江津でやりましたよう

に、子どもたちがどういう学びが受けられるのか、そのためにどうしたらいいのかという

視点で新設校という案を出して、地域に御検討いただいたという経過がございます。そう

いったことが、これから市部でもはじまっていくと。江津市が一番小さいですので、子ど

もの数が一番少ないですので、江津市からまずはじまったのでありますが、今後、島根県

の人口が４０万人とか全体がなるのであれば、当然、高校の再編はある、普通高校の再編

はあると思っておりまして、そのときに、私立がどうなるかというのは、経営の問題がご

ざいますので、私どもが意見するということはありませんけども、まずは入学定員の割り

振りというのは、当面は、おおむね７対３で維持しながら、私立はそれぞれの学校法人が、

公立は県教育委員会と松江市教育委員会が、どうしていくのかというのをよく考えていく

ことになる。こういった点を簡潔に、高校のビジョンで述べています。具体的にはやはり、

もう少しいろいろな情報なり、教員の確保のこともございますけども、そういったことも

見ながらしっかり検討して、また県議会にも御相談しながら進めていきたいと考えており

ます。 

○福井委員長 

 太田保健体育課長。 

○太田保健体育課長（健康づくり推進室長事務取扱） 

 部活動の地域移行に関する移動の問題のことについてでございます。 

 課題としては、指導者の確保と並んで、移動の手段の確保、費用負担の問題というのは、

大きなことだと認識しております。検討委員会の中でも、そういったことは話題として出

ておりまして、移動手段をどうやって確保していくのか、そのための費用をどのように捻

出していくのかという議論はされております。今、別冊につけております方針でも、そう
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いったことは記載しておりまして、市町村は、今後、移動についてしっかりと議論をして

ほしいと、そういったことを検討すべきということも記載をしております。今、実証事業

をしている市町村などに聞いてみますと、スクールバスを活用するということも検討され

ていると聞いております。今は、まずは休日からスタートということで、休日は、割と親

の送迎といったところがあるので、何とかしのげているという部分もありますが、これが

平日になると、よりそういった課題も大きくなってくると考えています。ということで、

今後、市町村でしっかりと方針を策定するに当たって、まずは協議会をつくったりすると

ころもありますが、いろいろな議論をしながらこの移動の問題、あるいは指導者の確保に

ついてもしっかりと検討していただきたいと思っています。以上です。 

○福井委員長 

 勝部働き方改革推進室長。 

○勝部働き方改革推進室長 

 スクールサポートスタッフ、それから学童の支援員の方のことについてです。 

 スクールサポートスタッフについても、人材不足っていうところが市町村からは声が聞

かれるところではあります。人材確保の考え方として、既にスタッフを配置している学校

があれば、別の学校と兼務をするとか、可能な範囲で、より多くの学校に効果が及ぶよう

な工夫をしてもらうように周知を図っているところでございます。 

 また、雇用形態については、１日勤務でも短時間でも可能ということにしております。

一月当たりの勤務日数も、市町村、学校等の実情に応じて設定していただいております。

ですので、市町村の状況でありますとか、御本人の意欲とか意志のところの部分であると

思いますけども、可能なところでは両方というところもできるのではないかと思っており

ます。 

○福井委員長 

 河内委員。 

○河内委員 

 魅力化、私立高校と県立高校の在り方について、野津教育長に御答弁いただきました。 

 人口減少に伴って高校の再編っていうのも、もちろん中長期的には視野に入ってくるの

かなというふうに思いますし、計画の中にも触れられてましたけども、不登校の生徒が、

今後まだ増えるんじゃないかという前提の下で、いろいろ対応していく必要があるという

ことも書いてあったと思うんですけども、今、中学生が７％くらいでしたかね、去年の調

査によると。おおよそ１割くらいの生徒が、学校に行きづらいような時代に入ってくるの

かなというふうに思いますと、私立、県立高校にとどまらずですけども、やはりそういっ

た子どもたちが通学しやすいような環境を、また積極的にしていただければなというふう

に思います。 

 あと、スクールサポートスタッフと学童の職員さんについて、兼務みたいなことについ

ては、特に県として、そういう方法について周知したりだとか、取組事例を承知している

っていうことは、あまりないということですかね。 

○福井委員長 

 勝部働き方改革推進室長。 

○勝部働き方改革推進室長 
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 県のほうからは特別に、そういう周知はしておりません。 

○福井委員長 

 ほかにございますか。 

 森山委員。 

○森山委員 

 先ほどの河内委員の質問に関連する質問が１点と、それ以外のところが１点ございます。 

 先ほどの、高校の魅力化の今後の考え方ということで、今大体、卒業生が５，５００人

ぐらい、１０年たつと４，５００人ぐらいというので、大体１０年で１，０００人から１，

０００人ちょっと、これから減っていって、今年生まれた子どもが３，１００人だったの

で、本当に加速度的に今少子化が進んでいるというのは明らかな中で、生徒にとってのこ

の魅力的な教育環境を中長期的な視点に立って確保していくという中での、今回の江津高

校と江津工業高校の話も出てきたというふうに理解をしています。そういう中で、そうい

う判断も出てくるということは、致し方ないというか、最適な判断の中でのそういう選択

っていうのは、今後も起こり得ていくんじゃないかなというふうに思います。この少子化

が進んでいく中で、生徒にとってのこの魅力的な教育環境を考えていくというときに、こ

れから５年間このビジョンで歩んでいくという中で、この５年間の中でもそういった議論

をしていく必要がきっと出てくるんだろうというふうに個人的に思っています。そういう

中で、一概にこういう基準っていうのは難しいと思うんですけども、生徒にとってのこの

魅力ある教育環境とは、どのように県教育委員会として考えていくのかっていう考え方で、

これは県教育委員会の考え方と市町村の考え方もあるのかなというふうに理解をしていま

す。そういう中での丁寧な協議が進んでいくことが大事だと思っているんですけども。 

 その辺りについての考え方ということに付随してこれからのしまね留学の考え方という

ことで、今、海外からのしまね留学というのは、これ新しい挑戦というか、より多様性あ

る環境を島根の中での教室でつくっていくということは、個人的にすごく魅力ある教育環

境をつくっていく上で、新しい挑戦として、ぜひ、応援したいなというふうに思っている

んですけども。今後、加速度的に進んでいくという中で、今、ある程度２００人っていう

ところが島根県としての一つの目安というか、基準に、しまね留学がなっていると思うん

ですけども、この辺りを、これ住まい環境とセットで考えていかなければいけないので、

単純に目標を引き上げるっていうことはできないと思うんですけど、この辺りのこの目標

値の考え方を、少子化と照らし合わせたときに、この少子化の打ち手としてのしまね留学

っていうことでは単純にないと思うんですが、その辺りの考え方っていうのをどのように

考えているのかっていうことが、２点目というか、関連しての２点目というところでござ

います。 

 大きな２点目ということで、教員の働き方改革、昨日の話に付随してになるんですが、

２６６ページの中で、参考資料の中で削減、効率化できる業務項目というものが、教員の

方々のアンケートで書いてあると思うんですが、先生方が取り組むべき仕事と、そうでな

い剥がすべき仕事いうか、やらなくてもいいというふうな仕事って多分あると思うんです

けども、その辺りを県としてどのような考え方を持って、これからの施策を展開していく

のかっていうものの考え方について、大きく２点、御質問させてください。 

○福井委員長 
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 野津教育長。 

○野津教育長 

 私から１点目のほうをお答えします。 

 子どもにとって何が魅力かというと、やはり自分の将来だと思います。私、就任以来ず

っと申し上げているとおり、子どもの選択肢を広げると、将来の選択肢を大きく広げると

いう言い方をさせていただいております。これが魅力だろうと、これがどの程度かなえら

れるかというのが、教育の魅力だろうと思いますし、私は学校の設置者として言えば県立

学校、特に、今回高校でいえば、高校に入ってどの程度、進路の多様性、自分が、もちろ

ん進路を知るというところからはじまりますが、ここを十分知った上でそこへ行けるよう

になるのかという、行ける力がつけられるのかという、そこまで含めて選択肢を広げると、

これがかなえられる、もちろん１００％とはいきませんけども、大きくかなえられるとい

うところが魅力であろうと。 

 なので、例えば昨日、遠隔授業の御説明をいたしました。中山間地域で、なかなか全体

の中で、多分難関大学と言われるようなところに向かうための進度別の学習、教員が少な

いのでなかなかできないのですが、現実にやっているところもあります。そういったとこ

ろを遠隔で支援をすると。これはどちらかというと、難易度の高い授業のほうが遠隔に、

私は向いているのではないかと思います。理解をより深めないといけない授業というのは、

そばにいてケアしたほうがいいと思うので、教員が足りなくても進度別をやって、遠隔授

業をやることで希望する道へ行く力をつけると、こういったことはまだできる環境にある

場合もあります。そのように、あとは開講科目のない理科とか社会の、開講科目のないと

ころですね、遠隔でフォローすると。これはもう既にやっておりますけども、そういった

ことを広げていくということで今の学校のまま、存在のまま、そういった子どもの選択肢

を広げるのを維持していくと、そういったこともしっかり取り組んでいきたいと思ってい

ます。 

 一つは中山間地域、郡部のほうですよね、町村にある学校については今以上に減らすと、

やはり自宅から無理してでも通えるところに高校がなくなるということで、これは定住施

策にも大きく影響する事柄だろうと思います。そのこともあって、必死に、一学級となっ

ても残しながら、教育を何とか頑張って、定住の阻害要因にならないようにやっているわ

けですけども、いずれ、それだけでは無理になる。中山間地域も現状のままと、通信等で

持ちこたえることもできなくなるぐらい子どもがいなくなる可能性がございます。そこは

また、どうしていくのかというのはしっかり検討していかなければならない。 

 市部においても同じであります。今回松江市においても、非常に、子どもの生まれてく

る数が少なかったと。１００人単位で減っていくということでありますから、これを各学

校に分けて、定員を減らしていく。持ちこたえられるか、今の学校の数のまま持ちこたえ

られるか、市内にある学校が、みんなが小さくなっていくのがいいのか、それとも再編を

したほうがいいのか。そこは、通える範囲内、無理をすれば通える範囲内の話であります

ので、これは中山間地の学校の再編とはまた違う視点でものを考えないといけない。今回

の江津もそうですね、通える範囲内での統合新設校ということであります。 

 そこはしっかり考えるのと、それに対するしまね留学ですけども、新しい計画、島根創

生計画なり、教育のビジョンでは、２００人というのは目標、ＫＰＩではありません、落



－16－ 

としました。２００人という数字が走り過ぎてしまって、ＫＰＩから落としたということ

です。現状、私は以前、田中委員の質問のときに申し上げた、全体、学校として半分まで

だろうということ。これ、実際半分までやればもっと、２００人どころじゃない話でして、

全学校が半分まで入れたらもっと多いですけど、おっしゃられるとおり住まいのこともご

ざいますし、全国的な競争のこともございます。結果として、２００人程度が既に、全国

的な流れとして定着しているので、実際には波があるわけですし、各学校においても宿舎

が、この学年は多く取ったので埋まっていると、空かないという、例えば来年の入学生は

寄宿舎が空かないので、ちょっと抑制せざるを得ないというような事情もございます。そ

れはもう学校によって違うので、それで、なべてやると大体２００人ぐらいになっている

ということでございますので、２００人が増えても別に構わないわけであります。先ほど

言いましたように、各学校において半分以内であれば、全体の合計っていうのがそれほど

重きのある、これだけ定着してくるとそこに重きがあることではないので。はじめた頃は、

一つの目安としてあったとは思いますけども、この計画が変わるタイミングで、それは目

安といいますか、結果であって、おそらく、しばらく２００人程度は続いていくのではな

いかと思っていますし、あるいは若干増える要素は、昨日もお話の中で出ていますけど、

みなし寄宿舎を市町村が整備していただいていると、共同下宿も整備していただいている

という、それぞれの学校で受入れ、例えば、雲南市さんがやっておられるのは、大東高校

はほとんど県外から来てなかった学校ですけども、そこで、そういったこと、県内も含め

て他地域も含めてですけども、受入れを雲南市さんがやって、大東高校を盛り上げようと。

非常に大東高校、生徒の数が減っている、入学定員を今年度も既に減らしたわけですけど

も、そこに危機感を持っていただいて住まいを確保していただいている。これは一つの流

れなので、隠岐の島町も、水産高校を維持するために立派なみなし寄宿舎を、今、建てて

いただいているところであります。 

 私の考えは、高校というのは、学校というのは、通う生徒がいなかったら存在しない。

高校があるから通う生徒を確保するではなくて、通う生徒がいるから高校があるという考

えを、これまでの議会で述べさせていただいております、そのとおりでありまして。なの

で、みなし寄宿舎、共同下宿という形で、地域で住民を確保していく。高校生を確保って、

私から言えば住宅政策なので、住民を確保して人が住んで、それが高校生の適齢、学年、

年齢なので、高校に通ってきているので高校の生徒が増えていると。こういう、これが基

本的な建てつけだと私は考えております。これは揺らぐことなく、そう思っております。

この教育委員会だけではなくて、これまでの役人としてのキャリア、そういった定住の方

法とかも踏まえてそう思っております。住む人があってはじめての学校ということであり

ます。要は、そこに住んでいる人がいて学校に通ってくれるのであれば、入学、規模が維

持されると私は思っていますので、私自身からといいますか、県教育委員会のほうから、

しまね留学を増やして高校を維持する、高校を維持するためにしまね留学を盛んにすると

いう考えはありません。 

 ただ、おっしゃるように、そういった島根でない子どもたちが来ることで島根の子ども

たちが非常に刺激を受けていると、これは間違いない事実でございます。保育所から中学

校までクラス替えがなしにきたような子どもたちが、県外のいろいろな考えを持つ、１５

歳の段階で島根に来ようと決断するような子どもたち、そういった子どもと一緒に学ぶと
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いうのは大きな刺激であって、これは非常にいいことだと思って、しまね留学を引き続き

やると言っております。それが、さらに今の社会、子どもたちが出ていく社会の国際化、

こういったことも踏まえてより早い段階で、そういった留学生だったり帰国子女となる方

だったりを、もう少し積極的に受け入れてもいいのではないかと。高校の現場からもそう

いった声が出ております。そういった刺激を受けて子どもたちが学び育っていくと。これ

は一つ、高校の在り方、高校の魅力だろうと思っています。 

 そういった考えがあって、ビジョンにそういったものは一つ一つ反映させておりますし、

先ほど言いましたように、子どものそういった外からの刺激も含めて、刺激を受けて自分

の将来の選択肢を考えてほしいし、その選択肢が広がって、そこを選んで進める力をつけ

ると。ここが、今の県立高校の大きな役割だろうと思っておりまして、それが果たせるか、

果たせなくなってくるのかというところが、学校の存続のポイントになろうかと、今考え

ております。まだ、具体的な学校で検討はしておりませんけども、いずれ、していかなけ

ればならないとは考えております。 

○福井委員長 

 勝部働き方改革推進室長。 

○勝部働き方改革推進室長 

 働き方改革の削減、それから効率化できる部分というところで、御質問がございました。 

 調査の結果でも御報告させていただきましたが、８割の教職員が、持ち帰り仕事をして

いる理由として、学校での勤務時間内に終わらないから持ち帰っているという状況から考

えても、在校時間の業務をいかに削減していくかということが大事なところであろうと思

います。 

 その方法の一つとして、森山委員、御指摘のとおり、いわゆる３分類と言われている、

学校が担わなくてもいい業務であるとか、学校の業務だけど教師がしなくてもいいのでは

ないか、教師の仕事だけど負担軽減可能ではないかというところで分類されていますけど

も、その部分の見直しを各校で取り組んでいただきたいと思っております。 

 今年度も、こうして６７校の小・中学校を県の教育長、市町村教育長と一緒に回りまし

たが、そういう事例を聞いて、あるいは学校の実態を聞いて、こういう取組がありますよ

という紹介をしているということや、それからホームページでも随時発信しております。

先日のところで新聞広告も出させていただきましたので、そのようにあらゆる機会を通じ

て、この３分類について、また継続して続けていっていただきたいということを周知して

いきたいと考えております。 

○福井委員長 

 森山委員。 

○森山委員 

 ありがとうございました。野津教育長の考え方はよく分かりました。 

 ２点目の働き方改革のところで、私はこの働き方改革進める上で肝になるのが、やっぱ

り管理職の方々の、マネジメントの在り方みたいなのが、やっぱりすごい肝になると思っ

て。何を先生方の仕事として渡して、何を仕事じゃないとして、剥ぎ取るというか、仕事

じゃないものとして、役割として伝えていくのかという、マネジメントというのがすごく

大事になってきて、剥がしたときにそれをどういうふうな形で誰がやるのか、またどうい
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う形で、今まで人がやっていたことを代替していくのかという解決策もセットで、それを

マネジメントしていくっていうのを支援するのが、県教育委員会の大きな役割になってく

るのかなと思ったときに、今まで３０年、４０年培われてきた仕事のやり方がある中で、

新しい仕事の仕方に四苦八苦されたりとかするのが、今の管理職の先生方で一番苦労して

いらっしゃると思うんですけども、そういう、学校の組織、文化をつくっておられるのは

やっぱり管理職の先生方だと思いますので、そういった方々に、マネジメントの在り方っ

ていうのを、今も研修とかでやっていらっしゃるとは思うんですけども、より先生方が働

きやすい環境をつくっていくためのマネジメントスタイルとは何なのかっていうことを、

県教育委員会としてもぜひ発信して、それを学校現場で実行していけるような支援を県教

育委員会としていっていただきたいですし、それをできるツールないしやり方を、現場に

下ろしていっていただけるような検討を引き続きしていっていただければと思います。よ

ろしくお願いします。以上です。 

○福井委員長 

 ほかにございますか。 

 角委員。 

○角委員 

 一つは、１３９ページに目標値が書いてあるんですよね、島根県の特定事業主行動計画

の目標値が書いてあって、これは総務部が所管しているところなんだけども、ここに教育

委員会の目標数値として、３番の管理職、教頭以上に占める女性の割合で、２５％。２の

知事部局のほうは２３％、この違い何ですかって聞いたんですけども、教育委員会が決め

た数字なので分からないと言われて、教育委員会で聞いてくださいと言われたので、そう

言われるんで、ちょっと質問するんですけども、２５％。多分知事部局の２３％も今のい

ろんな部署についてる女性の割合から見て達成可能な数字だということで２３％にしたと

いうふうに言われたんですけども、この２５％、知事部局よりも積極的な数字でいいと思

うんですけども、やっぱり教育現場って以外と男女差がない職場だと思うんですよね。そ

ういう意味では、もうちょっと高くてもいいのかなと思うんですけど、この２５％という

数字を決められた理由、出された理由をちょっと教えていただきたいのと、それからその

下のほうで、時間外勤務の５０％削減っていうことで、ほかの部局よりも高い数字を上げ

てるのは、これは非常に先ほどから出ている教員の皆さんの時間外が多い、あるいは持ち

帰り残業が多いっていうところから出ている数字で、これは本当に減らしていかなきゃい

けないので、高い目標数値を持って、できるだけ働き方改革を進めていくっていう決意で

いいと思うんですけど、そういう中にあって、今回たくさんのビジョンが示されました、

私たちもおなかいっぱいぐらいの。これを現場の先生たちがどれだけ読み込んで、自分た

ちの教育指導に向かっていくのか、これから先生方大変だな、時間短縮しましょうって言

いながら、これを現場に落とし込むっていうその作業はどうやってやるんだろうと思うと、

何か先生方、何かすごくまたこれで悩まれるんじゃないかなというふうに思うんですよ。 

 それで、その中でも、さっきの時間外勤務の関係のところで、減らしたい中に会合とか

打合せっていうところが、どこの学校も減らしたいっていう部分であると。このビジョン

を実現させていくためには、やっぱり学校がチームとして取り組まなきゃいけないことだ

と思うんですよね。そうすると、先生方で一緒になって、じゃあ、この学校ではどういう
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目標を持ってどういう子どもたちを育てようかっていう、そういう話合いとか、あるいは

点検とか、そういうことをしていく時間が本当に持てるのかなと思うんですけども、そこ

のところを、今回これだけたくさんの盛りだくさんのものを示された教育委員会として、

どういうふうに考えておられるのか、そこのところをお聞かせいただければというふうに

思います。 

○福井委員長 

 中西学校企画課長。 

○中西学校企画課長 

 まず、１点目でございます。行動計画の中での教育委員会としての、管理職の中で女性

が占める割合といったところでございました。委員のお見込みのとおり、今、現状、資料

にもございましたけれども、教育委員会の管理職に占める女性の割合が令和６年度、直近

のところで１８％となっておる状況でございます。もう既に現計画の目標である１５％を

超えていると、ここは、小中高、特別支援学校の状況を見てまいりますと、ここ近年、毎

年度、おおむね１％ずつ上昇しているという実態がございます。この、右肩上がりですね、

指数曲線的に延ばしていくことは簡単ではないですけども、この上昇をこのまま維持して

いきたいといったところでございまして、この点、このことを踏まえて、我々の目標とし

てはそのように設定しているというところでございます。 

 職員の男女比の点についても触れていただきました。私も改めて確認といいましょうか、

見てまいったところでございますけど、例えば、男女比でいいますと、小学校は男性の職

員を校長以下教諭等ですけども、１にしまして、女性は１．４でございます、割合でいい

ますと。中学校については、男性を１にすると女性は０．７だと。高校は反対に男性を１

にすると女性は０．４だと。特別支援学校またこれ男性１に対して女性が２と、おおむね

ですけども。このように、校種によって若干違いはありますけども、その上で、県立学校、

高校と特別支援学校だけ見ると、ここ近年、例えば、令和３年以降は、女性が占める割合、

３０％を超えていまして、令和５年、令和６年度を取り出すと、これ４割超えていると。

教育委員会事務局勤務者も含めてですけど。一方で小・中学校、御意見ございましたけど

も、その点でいうと、女性も含めて県立学校も、誰もが資質能力を遺憾なく、存分に発揮

いただけるような環境づくりというのは大切だと思っておりますので、全国の平均が今、

令和５年度実績で２３．７％といった数字もございます。こういったところも踏まえて今

の数値目標は我々としては、適当ではないかなと思ってはおるところですけども、さらに

高めていけるよう、しっかりと各部局、学校ともしっかり取り組んでまいりたいと思って

います。 

○福井委員長 

 森山参事。 

○森山参事（教育政策・文化財） 

 多くのビジョンをどうやって達成していくかというところでございます。しまね教育振

興ビジョンにつきましては、資料の８４ページのほうに、計画ビジョンの全体構成を載せ

ておりますけども、今回のビジョンで新しく今までのビジョンになかった項目として、８

４ページの一番下のところ、青いブルーのところで教職員の資質・能力が発揮される環境

の整備と、ここの項目を新たに設けております。働き方改革と書いてありますけども、や
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はり、ここをやっぱり意識していかないといけないという意識で、このたび計画をつくっ

ております。施策を挙げております。いきなりすぐに改善していって劇的に学校現場が変

わるというふうなことは、ないかもしれませんけども、できることを１つずつやっていく

ということになると思います。 

 それから、先ほど御説明しましたけども、今のその国の法改正に基づいて、来年度一年

間をかけて新たな、それぞれ学校設置者が働き方に関する計画をつくっていくということ

が求められるようになると思いますので、その中でまたしっかり検討していって、それぞ

れのビジョンの実現に向けて頑張っていくという考えでございます。 

○福井委員長 

 木原教育監。 

○木原教育監 

 学校の現場の教員がこういった新しいビジョンなどをどう受け止めていくかというとこ

ろ、これは、周知を含めて大きな、重要なところだと思っております。先ほどお話もあり

ましたけど、働き方改革もやはり管理職のマネジメント、管理職をどのように校内、それ

から地域、児童生徒たちにいろいろな考え方を伝えていくのかというのは、非常に大きな

ポイントです。ですので、今回こうやって県としていろいろなビジョンを示しております

けれども、これを管理職はしっかり受け止めて、これをきちんと、それぞれの学校の中の

実態に応じて、どこに重点を置いて取り組むか、そういったところを管理職が責任を持っ

て校内や地域の皆様方などに情報等を発信しながら、きちんとそういったところを伝えて

いくというところが、これから必要なことだと考えております。新年度に当たりましては、

まず、管理職からこの辺のいろいろなビジョンの趣旨や考え方について説明していきなが

ら、学校現場に浸透していくように、それぞれのところから取り組んでいくということに

なってまいろうかと考えております。 

○福井委員長 

 吉岡県立学校改革推進室長。 

○吉岡県立学校改革推進室長 

 県立ビジョンにつきましては、中身を全て読み込むのも時間がかかる部分がございます

ので、概要版を作成して概要版と併せて周知を図りたいということと、オンデマンド研修

なども盛り込みながら、周知を検討していきたいと考えています。 

○福井委員長 

 角委員。 

○角委員 

 これから学校長等を通して、この計画の周知を図って、学校ごとでやっていくというと

ころで、森山委員が言われたように、そうなってくると、校長あるいは管理職のマネジメ

ント能力を高めていかないと、学校全体でうまくそれを目標を持ってやっていかないと、

なかなか成果は出ないというふうに思っています。校長先生の話も聞くとなかなかそうい

う各先生も個性がいっぱいで、なかなか難しいという話も聞いてまして、そういう意味で

教育委員会から言われること、現場に戻ってやらなきゃいけないこと、管理職の人も大変

かもしれませんけども、やっぱりそこをどう乗り越えて、この目標を達成していくのか、

実現していくのかっていうところを教育委員会も一緒になって取り組んでいただければと



－21－ 

いうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○福井委員長 

 ほかにございますか。 

 田中委員。 

○田中委員 

 角委員、森山委員と重なる部分もあるんですけども、働き方改革はやっぱり教頭先生が

一番、今、仕事量が多いといいますかね、調査ものが確か年間１８０ぐらいあったような

ふうに聞いてたと思うんです。そういうことでありますと、なかなか、じゃあ女性の教員

の皆さんが、教頭になりたいか、校長にはなりたくても教頭の仕事量を考えるとっていう

ところもあるんじゃないかと思いますので、そこら辺のところはしっかりと分掌表をしっ

かりと区分けできるような補助、校長ができるような、女性も本当にしっかりと管理職を

目指せるようなやっぱりそういった体制を整えていただきたいなというのが一つでありま

すし、先ほど来、言っておられました、今回たくさんいろんなものが出ていますが、ペー

ジをめくると、やはり島根県のキーフレーズ、「誰もが、誰かの、たからもの。」という

のをほとんどつけていただいている、これはやっぱり島根県の教育の基本なんだというこ

となんだろうというふうに思います。昨日、五百川委員がおっしゃってた、やっぱり島根

県はそこが一番なんだっていうことを、まず学校のほうでそれぞれ教員の先生方が島根の

教育はこれなんだ、島根県のキーフレーズって教育の基本って何ですかって聞いたら必ず

このフレーズが出てくるぐらいな、やっぱり浸透をぜひさせていただきたいなというふう

に思います。これが基本であるというふうに私は思っておりますので、ぜひそのことをお

願いをしておきたいということが一つ。 

 細かくなりますけれども、今度は学力の推進プランについてでありますが、学力調査に

ついてはあんまり重視しないと言いつつも、ここには上げておられる。年々やっぱり少し

ずつそれが下がっているという状況もここに入れていただいているということであります。

やっぱり楽しい、好きだという授業をつくっていかなければならないというふうに、ここ

にも記入いただいているんですけど、第１期、これ１期なのかな、前期、いろいろ試行錯

誤していただきながらやっていただいたと思うんですけども、それではまだまだ学力向上

という形にはならないっていう現実があることをぜひとも皆さん、先生方にも、大変です

けど御理解いただいて、楽しい授業はどうしたらいいかっていうことをそれぞれやはり学

校、先生方がぜひ改革、改善の努力をいただくことをお願いしたいと思います。すみませ

ん、要望ばっかりでしたけども、もし何かコメントがあればよろしくお願いします。 

○福井委員長 

 勝部働き方改革推進室長。 

○勝部働き方改革推進室長 

 教頭の業務についてですけども、やっぱりなかなか厳しい状況にあるというのは、現場

からも聞いていますし、今回の調査結果でも出ております。教頭は校内でやりがいをもっ

て生き生きとしている姿が一番大事だなと思っておりますので、厳しい状況でありますが、

一つはスクールサポートスタッフで印刷業務などはフォローができますので、その部分で

あるとか、あるいは今回、拡充で指名させていただきましたマネジメント支援員、教頭の

マネジメント支援員というところで、また、少ないですけども、モデル的に試行して様子
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を見て実態を把握して、施策について考えていきたいと思っております。 

○福井委員長 

 野津教育長。 

○野津教育長 

 委員の皆様方から新しい取組と働き方改革の両立、大変難しい問題でございますけども、

現時点でも、教員、学校現場でどういう教育をするのかと一生懸命考えている、それが今

の教育魅力化ビジョンであったり、学習指導要領に必ず帰りながら考えているというとこ

ろが、中身は今度新しいビジョンに変わる。全く、膨大な量が降ってくるわけではなくて、

学校の中で教員一人ひとりが毎日やっている授業研究でありますとか、教材研究、あるい

はそもそもの自分のスキルアップといったところの、新しくなってきたものを取り入れて

いくということでございますので、４月に大きな山が落ちてくるということではなく、

日々の中で取り入れて入れ替えていくということになろうかと思います。それでもやはり

負担が多い、学習指導要領が変わったときは特に負担が多いと現場からの声も聞いており

ます。そういったものをしっかり学校全体として、おっしゃられたようにチーム学校、教

員全体として取り組むというところが、私、小学校６５、中学校２つ回ったときに感じる

のは、そこが少し欠けているのではないかと。やはり教員一人一人の独立性が強くて、そ

れも尊重されて、なので逆にやりやすい、教員としてはやりやすい面があった。 

 ただ、今までの学力としての成果を見ても、それでは継続性がない、子どもの、小学校

１年生から中学校３年生までの積み重ねがうまくできていない、それはなぜかというと、

やはり学校全体として１年生からどういう系統性を持って教えていくのかというところが

いま一つ成り立っていないのではないかというところを私自身も感じ、全ての学校の、そ

の６７の学校の校長と１時間ずつぐらいそういったことを私からもいろいろ提案をして、

もっとこうしたらいいのではないか、こうできないのか。いや、できないみたいなところ

をしっかり、学校の校長から見ると迷惑だったかもしれませんけど、私、教員免許を持っ

てないですから、役人っぽく、まるで財政課がものを詰めるかのように、詰めていくとや

はり気がついていただけることはたくさんあります。もっと学校で学校全体でというとこ

ろを、今までテストの結果、全国学力調査の結果は研究部とか一部の組織の中で分析して

もらって、結果だけをみんなで共有する形ですけど、私が言っているのは、分析を全員で

しましょうと言っているわけです。そういう問題、要は形になったものから受け取ると、

段々形骸化してくる、自分事として自分の工夫にならない。なので、形をつくるところを

共有し、みんながやれば、そのあと、一人ひとりの力が倍増するのではないか。それで教

員同士で議論を重ねれば、もっといいことになるのではないか、そして、学年の積み重ね、

系統性が確保できるのではないかという話を６７回やりました。 

 それ以外にも市町村の教育長会議、年４回やりましたけど、ここでも繰り返し、繰り返

し毎回やって、先般、須山議員の御質問に答えたように、思いが一年半かけて、市町村の

教育長とやっと共通認識を持ったということで、新しい学力向上策というものに向かえる、

受け入れていただいてやっていただけると、納得してやっていただける環境ができたので

はないかなと思っています。 

 少し時間はかかった上に任期をまたいでしまって結論が出たのですけども、２期目にな

って継続してやっているよかったことかなと。時間がこれぐらいかかるというのは、教員、
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学校文化といいますか、これまでのものを打ち破っていかないといけなかったので、かか

りましたけど、いろいろな、まだまだ我々も検討しないといけない課題もたくさんござい

ますし、本当に非常勤まで合わせると１万人を超える教員を同じ思いを持って、子どもた

ちを指導、教育していただかないといけませんので、引き続き、しっかり我々も情報発信

して、相手が、実際に行動する人が納得するような視点で、ものを発信していくことが大

事だろうと思っています。 

 いろいろ御指摘、御指導いただきました点を踏まえまして、しっかり今後も取り組んで

まいりたいと思っております。 

○福井委員長 

 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 五百川委員。 

○五百川委員 

 これは今議論を聞いておって、自分の感想なんですけども、教育っていうのは、昔も今

も本来変わってないと思うんですよ、教育は。ただ、時代背景とか環境の違いによって、

明文化したり細分化したり理論化していると。こういうことだと思うんですよね。例えば

働き方改革一つ取ってみても、教員の生活っていうのは、本来全部あれ教育だと思うんで

すよね。教育の個人的な問題もそりゃああるけども、教員という仕事についた以上は、ほ

とんどのことが、やはり教育にリンクしてると思うんですよ。それを、何かこれは必要だ

ということだと、そういう仕事はないということを無理やりに分けるというかね、じゃあ、

どういうことが必要だということで、どういうことが不要だということだという定義が決

まっているわけでも何でもない。ただ、そこでそういうことは、もうその教育の仕事とし

ての範疇に入らんだろうというような勝手な判断に基づいてやっとるわけであって、私は、

もっとおおらかさがあっていいんじゃないかと、全てこう細分化して、いやあ、とにかく

時間は何時から何時までが、いわゆる教員としての仕事であって、これはもうプライベー

トだと、そういうふうなことではなくて、やはりもうちょっと何というか、余裕があって

もいいんじゃないかなと。やはり、子ども本位の教育ですから、もうちょっと、例えば一

般の会社員が働き方改革からそういうことに、かなり神経質にもなってるんだけども、今

議論されているようなところまで、果たして一般の企業がやってるかといったら、そうい

うもんではないと。あまりにも今の特に教育問題なんかについて、教員の働き方改革なん

てものが、私は過剰に議論されてると。もうちょっと教育だからこそ、そこにもうちょっ

と余裕があっていいんじゃないか、本当、子ども本位のものがあっていいんじゃないかと。

それを何か聞いとって思うんですよね。何か全てもうガチガチに細分化して明文化して、

それで今度は先生方の労働環境はよくなるかもしれんけれども、果たしてそれが教育現場

にとっていいのかどうなのか。やっぱり子ども本位にやはり考えてみることも必要じゃな

いかなと思いますね。そのことが、要するに今までにやったことはいけないとは言わない。

ただ、話を聞いて議論を聞いとって、何となく話がギスギスするというかね、何かもっと

対象が子どもですから、教育をするっていうことを考えたときに、四角四面で対応する、

そういう職業ではないんではないかなと、本当は。だから今がいけないというんじゃない

んだけども、そういうふうな、例えば先生にも多少残業しても、そこ入れなくてもね、そ



－24－ 

れぐらいのことは子どもを思う気持ちの中からそれはやってもいいんだ、そのことはやっ

てやろうと、そういうようなやっぱり思いやりというかね、そういうものを何か私は教育

界に求めたいですよね。これは感想なんですけども。 

○福井委員長 

 野津教育長。 

○野津教育長 

 おっしゃるとおり、教員が余裕を持っておおらかに接するという、これが島根の人から

人への学びというのは、まさにそこが特徴といいますか、ありがたいところといいますか、

機械的でないところ、ちゃんと個人を、相手を人間として個人として尊重して、ものを接

するというところが島根の教育のいいところだろうと思っております。ぜひ、そうありた

いと思っていますし、多くの教員はそのように思っているので、黙って家に仕事を持って

帰ったり、持ち帰り仕事、これ校長が持って帰ってやりなさいって、答弁でも言いました

けど、持って帰ってやりなさいとは全くどこも命令していませんので。教員が自分の判断

で持って帰っていると。なので私が訪問するって、聞くよって言ったので、慌てて教員に

持ち帰っているかって聞いてみると。実態把握している学校長もいらしたぐらいですから、

持って帰っていることは知っているのだけど、どれぐらいの頻度でどれぐらいやっている

のかというのは知らなかった校長も少なからずおりました。そういう文化に、労働環境に

なっているというのは事実ですけども、今回それも含めて何とかしたいという思いを、答

弁をさせていただいたところでございますけども、やはり、何でそういう環境でありなが

ら、こういういろいろな問題が出てくるかというと、やはり昔と今の教育のそういった人

間の部分というのは一緒ですけど、学ぶ内容が格段に増えているというのがこれは間違い

なくあります、学習量が増えていると。今、本県では議会と一緒になっていただいて重点

要望でも言っておりますけども、これ、格段に増えている。土曜半ドンの授業時間はなく

なっているという中で、やはり教えていかざるを得ない、次へ次へと教えていかざるを得

ない部分がございます。これ少しやめてもいいのではないかと、標準時間実数というのは

小学校の高学年で年間１，０１５時間ありますけども、このとおり、そこできっちり終わ

っていいのではないかといっても、最終的には大学受験があるので、学習指導要領にはそ

んなに詳しくは書いてないですけど、学習指導要領に書いてあることを具現化した教科書

が、文部科学省が検定して、これはいいよって言ったら、その教科書に載っていることは、

すべからく大学受験の対象になる、こういう現実があるので、やらざるを得ないです。文

部科学省が、いや、自由に裁量でやっていいよというけれども、最後大学受験から除いて

くれないと、やらざるを得ない。たくさん増えた分だけやらないといけない。これは国の

審議会の新しい学習指導要領を検討する部会がはじまって、特別部会があって、３回、年

明けからやっていますけども、そこで、授業時数は増やさないという言い方をしているけ

ど、学ぶ内容は減らさないで授業時数を増やさないと言っていると、もう既にパンクして

いる状況が変わらないですね。 

 このパンクが変わらないと教員が子どもたちに相対する時間が、余裕が持てない。した

がって、子どもが多様化していることに対して教員のいら立ち、自分が十分対応できない

いら立ちとかも当然入ってくるでしょうし、うまくいかない部分がある。なので、そこの

ところ授業を減らしても構わないようにしてくれということを私も先般全国の教育長会議
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でみんなの前で発言を求めて初等中等教育局長に物を申して、事務次官とか局長との間の

審議官などに直接お会いして、そういう話をしております。受け止めは、言っていること

は分かるという受け止めでありますが、じゃあそれが実行できるかというと、文部科学省

は文部科学省の理屈があって、なかなか難しいかもしれません。ただ、それが今、大きな

声として上げていくし、審議会の特別部会の中でもそういった声が出はじめているという

ところでありますので、私、微力でありますけれども、そういった声をしっかり上げて、

知事も上げてくれていますので、そういった大きな力も借りながら、発信力も借りながら

実務としてしっかり、適正な内容にして教員が子どもと向き合える時間を、昔のように戻

していくということがとても大事じゃないかと思っています。それまで、教員の方、大変

自己犠牲の精神が旺盛な方々が多いので、やってくれていますけども、やはりそれでは長

続きしないし、御自身の健康状態、こういったものは、特に脳血管的なものは後になって

出てきますので、そういったことも心配ですので、そういった対症療法でありますけど、

現状の働き方改革を進めながら総合的に教員がもっと昔のように子どもと触れ合う時間を

長くするように、国全体の仕組みを変えていくように取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○福井委員長 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

 それでは、以上で報告事項の調査を終了いたします。 

 この際、教育委員会全般に関し、委員の皆様から何かありましたらお願いいたします。

ございませんか。 

 それでは、以上で教育委員会所管事項の審査及び調査を終了いたします。 

 執行部の皆様、お疲れさまでした。 

 ここで、休憩を取りたいと思います。再開は、午後１時からとしますので、よろしくお

願いいたします。 

〔休  憩〕 

○福井委員長 

 それでは、委員会を再開いたします。 

 これより、警察本部所管事項について、審査及び調査を行います。 

 はじめに、警察本部長の挨拶を受けます。 

 丸山警察本部長。 

○丸山警察本部長 

 福井委員長、吉野副委員長、そして総務委員会委員の皆様方にあられましては、平素よ

り警察業務各般にわたる御理解、御支援につきまして改めてこの場をお借りして御礼申し

上げます。 

 本日は、条例案、そして予算案等について、こちらのほうから御説明させていただきま

すが、御審議等のほどをよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○福井委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、付託議案の審査を行います。 

 本委員会に付託された警察本部に係る議案は、条例案１件、予算案２件です。 



－26－ 

 はじめに、条例案の審査を行います。 

 第３３号議案について、執行部から説明してください。 

 横瀬警務部長。 

○横瀬警務部長 

 それでは、第３３号議案、島根県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例（案）に

つきまして御説明いたします。お手元の資料を御覧ください。 

 今回、条例の第２条、定員。第３条、定員外。附則のそれぞれについて改正を検討して

おります。改正の目的といたしましては、資料の１、提案理由に記載しておりますが、定

員の増員によりまして、警察官を安定的に確保し、組織運営体制の充実を図りたいという

ものでございます。 

 ２の改正の概要の改正の理由について御説明いたします。警察官の定員数は警察法施行

令で治安維持に必要とされる最低基準の数が定められておりまして、この基準を基に各県

の条例で定員数を定めております。これまで、島根県では政令の最低基準数と条例の定員

数を一致させて運用してまいりました。そのため、定員を増員する機会としては犯罪情勢

への対応など全国的な理由により、政令基準数が改正されたタイミングで併せて県の条例

の改正を行ってまいりました。 

 一方で、全国的には多くの県警察では条例数が政令基準数を上回る運用をしておりまし

て、個別事情による増員の必要性が生じた場合に、機動的な対応が可能となっている中、

本県警察はそのような対応が困難な状況となっております。御参考までに申し上げますと、

島根県と同じく政令基準数と条例定員数が同じ県警察は全国で２県ほどしかなく、他の県

警察では条例定員数が政令の基準数を上回っている状況にございます。条例定員数は警察

官の任用数の上限数となりますので、あらかじめ余裕を持った定員数を設定することによ

り、今後は政令基準数の改正のみにかかわらず、県の実情に応じて柔軟に新規採用を行っ

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、条例の改正内容、ア、増員数として、今回増員する２０名の算出根拠につ

いて御説明いたします。定年延長期間中に採用平準化のために必要となる人数の最大数見

込みからとなるのが令和８年度でございまして、その年の数字を取って増員数を２０名と

しております。 

 定年延長制度でございますが、令和１４年度に定年６４歳とするために、２年に１歳ず

つの段階的に定年を引き上げていく制度でありまして、この期間中は２年に１回定年延長

の翌年に退職者が増加することになりまして、その影響で採用数にも山ができてしまうこ

とになるため、採用２年間で平準化していくことを想定しております。計算で使用した退

職者数につきましては、直近の３年間の実績を基に計算をしております。具体的には令和

７年度は定年延長のため退職者が少なくなる一方で、令和８年度には退職者数が４０名増

加いたしまして、翌年の令和９年度は採用者数がこれに伴い大幅に増加してしまうという

見込みでございますので、２か年度で平準化しまして令和８年度に半数の２０名を上乗せ

して、前倒して採用し平準化するという計算でございます。 

 続きまして、階級別増減表を御覧ください。このたびの増員２０名によりまして、定員

数の合計は１，５３２人となります。１，５３２人の階級別の配分につきましては、警察

法施行令の階級別定員の基準に基づいて算出しておりまして、算出の結果、警視は１名増
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員の７４名、警部は１名増員の１５０名、警部補及び巡査部長は１１名増員の８５８名、

巡査は７名増員の４５０名となります。 

 なお、表の欄外に記載のとおり、令和６年度末まで定年延長の特例措置により３名増員

となっておりまして、現在の定員数は正確には１，５１５人でございますが、こちらは１

年の時限措置でございますので、令和７年の４月１日には元の１，５１２人に戻りますの

で、改正は１，５１２人を基準としております。以上が定員の条項の改正の説明となりま

す。 

 続きまして、その他の改正内容について御説明いたしますと、３条に設けられておりま

す定員外の条項についてでございますが、ウの地方公共団体の派遣及び受入れに係る職員

の取扱いにつきまして、定数外とすることを可能とする条文をあらかじめ設けておくこと

によりまして、災害時などに、より機動的に増員対応が可能となります。これはもともと

他の県の条例には定めがありますので、このたび、警察の条例にも同様に追加をするとい

う改正を行うものでございます。 

 その他の規定の整理といたしましては、先ほど御説明させていただきました定年延長に

伴う特例措置の１年時限への時限の改正につきまして、附則から削除とする手続を併せて

行います。 

 最後になりますが、条例の施行期日につきましては、令和７年４月１日を予定しており

ます。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○福井委員長 

 説明がありました。 

 質疑等はございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 それでは、採決を行います。お諮りいたします。第３３号議案について、原案のとおり

可決すべきものとすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 御異議なしと認めます。よって、第３３号議案については原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 次に、予算案の審査を行います。 

 はじめに、令和７年度当初予算について審査を行います。 

 第３号議案のうち関係分について、執行部から説明してください。 

 横瀬警務部長。 

○横瀬警務部長 

 それでは、第３号議案、令和７年度島根県一般会計予算のうち、警察本部関係分につき

まして御説明いたします。お手元の資料、令和７年度警察関係当初予算説明資料を御覧く

ださい。 

 警察関係予算としましては、総額２１６億８，１２１万９，０００円の歳出予算及び総

額１１億８，２５３万円の債務負担行為をお願いするものでございます。以下、資料に基
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づき、概要について御説明いたします。 

 はじめに、資料左番号１の警察本部費の欄を御覧ください。警察費、警察管理費の中の

上から２つ目でございます。警察関係予算は、その７５％を職員の給与費が占めておりま

す。令和７年度当初予算では、給与改定による月例給及び期末勤勉手当の引上げによりま

して、職員給与費が令和６年度と比較して約６億４，０００万円の増額となっております。

また、警察情報システムの整備や運用に係る経費、施設等の維持管理費などの経費につい

ては、必要額を計上しています。 

 主な事業として、手数料収納事務運営事業について御説明いたします。これまで各種行

政手続の手数料の多くに使用されてきた島根県収入証紙が公金収入のデジタル化、県民の

利便性の向上や事務処理の効率化推進のために、令和８年４月に廃止される予定となって

おります。これに伴いまして、売りさばきによる収入証紙の販売は終了し、警察の各申請

窓口におきまして、現金またはキャッシュレス決済により手数料を徴収することとなりま

すので、手数料の徴収情報を自動で集計、管理料を徴収することになるため、手数料の徴

収情報を自動で集計、管理することができるポスレジシステムの整備及び手数料徴収業務

の委託を行うものでございます。 

 この事業につきまして、令和８年４月からの運用開始に当たりまして、準備期間を要す

ることになりますので、令和７年度中の契約を予定しておりまして、令和７年度に必要と

なる経費に係る９６６万８，０００円の予算措置及び令和８年度以降に必要となる経費に

つきましては、債務負担行為として資料左側番号５と６に記載しておりますとおり、総額

８，９６５万８，０００円をお願いしております。 

 次に、資料、左番号２の警察施設費についてでございます。こちらは主な増減として上

げております出雲警察署整備事業におきまして、令和４年度から令和６年度までの３か年

にわたる新庁舎建設工事が終了したことに伴いまして、令和６年度と比較して大きく減額

となっております。 

 次に、資料左側番号３の運転免許費についてでございます。こちらは、主な事業として

上げている運転免許試験車両整備事業の増額とマイナンバーカードを運転免許証として利

用するための運転免許証作成システム改修事業が終了したことに伴う減額などによりまし

て、総額は令和６年度と比較して減額となっております。主な事業として、運転免許試験

車両整備事業について御説明いたします。本事業では、近年のバス、トラックにおけるオ

ートマチック車の普及や物流業界における人手不足を受けまして、大型、中型、準中型、

大型二種、中型二種の運転免許につきまして、オートマチック車限定の運転免許が令和８

年度以降、順次導入をされる予定でございますので、運転免許試験に必要な車両の整備を

行うものでございます。この事業につきまして、令和７年度中に調達を行う車両に係る１，

５９４万１，０００円の予算措置及び令和８年度中に調達を行う車両のうち、準備期間を

要するため、令和７年度中の契約をしているものに係る債務負担行為につきましては、資

料左側番号７に記載しておりますとおり、総額４，８２２万３，０００円をお願いしてお

ります。 

 次に、資料左側番号４の警察活動費についてでございます。こちらは、主な増減として、

事業に上げている交通安全施設整備事業の山陰道関連工事費について令和７年度は三隅・

益田道路の開通が予定されており、標識及び標示等の工事費が増額となっているほか、航



－29－ 

空機耐空証明受検整備事業における航空機修繕費の増額などにより、令和６年度と比較し

て増額となっております。 

 また、治安上の大きな課題である特殊詐欺等の犯罪抑止対策や交通安全施設の整備、事

件、事故の捜査の活動などに必要となる経費につきましても引き続き計上をしております。 

 最後に、資料一番下に表で記載しております債務負担行為についてでございます。先ほ

ど御説明したもののほか、システムなどのリース契約や業務委託契約の更新に伴いまして、

令和７年度中に契約を行うもので、新たに令和８年度以降の債務を負担する必要があるも

のを含めまして、総額で１１億８，２５３万円の債務負担行為をお願いするものでござい

ます。以上のとおり、令和７年度の警察関係当初予算につきましては、情勢を踏まえて警

察活動に必要な各種事業の経費を盛り込んでおりまして、引き続き県民の安全安心の確保

に向けて万全を期して取り組んでまいります。 

 警察関係予算につきましては、以上のとおりでございます。御審議のほどをよろしくお

願いいたします。 

○福井委員長 

 ただいま説明がありましたが、質疑等はございませんか。 

 田中委員。 

○田中委員 

 いろんなところで、物価高騰をしておりまして、県の予算も間違いなく、ほとんどのと

ころが上がってきておるわけですよ。前にも五百川委員が言われておりましたが、令和７

年度当初予算で結局、出雲の警察署の整備が減になったということで、トータル的に減に

なっているのかなというふうに見てとったんですけれども、次に大きな整備の計画はない

のかということがまず１点と、あと、警察活動費という、口頭で今、主な増減で２つ上げ

ていただいておりますけども、この間、丸山本部長も言っていただきました。本当に特殊

詐欺が相当な部分でやっぱり被害が出てきておりまして、そういったところでも、やはり

予算等はしっかり投入しながら、いろんな防護策、そして取締り等もしっかり向かってい

ただきたいなというふうに思うわけでありますけど、そういったところの予算については、

どうなっているのか教えていただけますか。 

○福井委員長 

 横瀬警務部長。 

○横瀬警務部長 

 お答えいたします。田中委員御指摘のとおり、出雲警察署の整備事業の終了に伴いまし

て、大きな減額が生じているとこでございまして、その他、施設等につきましては、まだ

現在検討中でございますということでございます。また、特殊詐欺等の大きな課題、治安

上の課題になっているものにつきましても、どのようなものが効果的かを含めまして、検

討しながら必要な予算を盛り込んでおりまして、特殊詐欺関係の対策につきましても、本

年度、昨年度と比べまして増額となっているところでございます。 

○福井委員長 

 田中委員。 

○田中委員 

 どれくらい増額ですか。 
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○福井委員長 

 横瀬警務部長。 

○横瀬警務部長 

 ただいま申し上げました、特殊詐欺関係予算でございますが、令和６年度の当初予算額

が３，４５６万円余でございましたのに比べまして、令和７年度の当初予算の要求額とい

たしましては３，８９１万円ということで、昨年度と比べまして４３４万円ほど増額とさ

せていただいているところでございます。 

○福井委員長 

 田中委員。 

○田中委員 

 検討していただいた割にはぎゅっとした増額なのかなというふうに私は思いましたけど、

しっかりと検討いただいて、やはり業務が本当に安心安全のためにやっていただけるよう

に、予算確保は、ぜひとも、しっかりとやっていただきたいなというふうに思いますし、

施設整備も各署、いまだにまだ和式のところがあったりとか、いろんなところありますの

で、そういったところも点検いただいて、ぜひとも、快適な環境もつくっていただくこと

も、ぜひとも検討いただきまして、この予算はこの予算でいいと思いますけど、よろしく

お願いします。以上です。 

○福井委員長 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 それでは、採決を行います。 

 お諮りいたします。第３号議案のうち関係分について、原案のとおり可決すべきものと

することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 御異議なしと認めます。よって、第３号議案のうち関係分については、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 次に、令和６年度補正予算について、審査を行います。 

 第５８号議案のうち関係分について、執行部から説明してください。 

 横瀬警務部長。 

○横瀬警務部長 

 それでは、第５８号議案、令和６年度島根県一般会計補正予算のうち、警察本部関係分

につきまして御説明いたします。お手元の資料、令和６年度警察関係２月補正予算（第１

０号）説明資料を御覧ください。 

 警察関係歳出予算につきましては、総額１億８６５万３，０００円の減額補正をお願い

するものでございます。 

 資料中段、警察本部費の欄を御覧ください。資料の左項目部分に警察本部と記載された

ところから下に４つ目でございます。こちらが職員給与費につきまして、定年引上げの制

度の導入によりまして、令和５年度に定年を延長した職員が本年度退職となりますので、
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退職者数が増えたことによる増額などにより、４４３万１，０００円の増額補正をお願い

するものでございます。 

 このほか、残りの事業につきましては、入札等により執行額が当初の見込みを下回った

ことなどによりまして、減額の補正をお願いするものでございます。 

 警察関係補正予算につきましては、以上のとおりでございます。御審議のほどをよろし

くお願いいたします。 

○福井委員長 

 説明がありましたけども、質疑等ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 よろしいですか。 

 それでは、採決を行います。 

 お諮りいたします。第５８号議案のうち関係分について、原案のとおり可決すべきもの

とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 御異議なしと認めます。よって、第５８号議案のうち関係分については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、付託議案の審査を終了いたします。 

 次に、報告事項について、執行部から説明を受けます。 

 なお、質疑は、全ての説明を受けた後、一括して受けることといたします。 

 それでは、順次説明してください。 

 横瀬警務部長。 

○横瀬警務部長 

 島根県特定事業主行動計画の改定につきましては、昨日、総務部より説明があったとお

りでございますので、説明は割愛させていただきます。 

○福井委員長 

 武上刑事部長。 

○武上刑事部長 

 それでは、令和６年の犯罪情勢につきまして説明をさせていただきます。お手元の資料

を御覧ください。 

 まず、資料１の刑法犯の認知及び検挙状況ですけども、認知件数を表す青色の棒グラフ

を見ていただくと、令和４年までは減少傾向にありましたが、コロナ禍が明けた令和５年

以降、増加傾向にあり、令和６年は２，０８６件と、５年ぶりに２，０００件を超える認

知件数となりました。それでも、全国では、３年連続で最も少ない認知件数となっており

ます。一方、赤い折れ線グラフで表した検挙率は、全国平均が３８．９％のところ、島根

県は７０．３％と全国２位の検挙率で高い水準を維持しております。引き続き、このよう

な高い検挙率を維持していくよう努めてまいります。 

 次に、資料２の認知刑法犯の罪種別の内訳について説明します。認知件数の罪種別の内

訳を見ますと、窃盗犯が全体の６２．４％で約６割を占め、次いで詐欺などの知能犯、暴
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行や傷害などの粗暴犯、不同意わいせつなどの風俗犯、殺人や強盗などの凶悪犯の順とな

っております。この罪種別で見ますと、前年比で、窃盗犯と知能犯が大きく増加しており

ますが、窃盗犯では万引きや自転車盗、知能犯では特殊詐欺などの被害が増加したことが

要因となっております。 

 続いて、３の重要犯罪の認知及び検挙状況ですけども、重要犯罪の認知件数を表す、青

というかちょっと薄いグリーンの棒グラフを見ていただくと、令和３年までは３０件前後

で推移しておりましたけども、令和４年以降４０件台で推移しており、昨年は４５件を認

知しております。このように令和４年以降、重要犯罪の認知件数が増加したわけですけど

も、その原因につきましては、令和５年に刑法の改正が行われまして、強制性交、強制わ

いせつの罪が不同意性交、不同意わいせつ罪に罪名変更となっておりまして、犯罪の構成

要件も幅広く認められるようになったことが影響して、改正前年から不同意わいせつ等の

認知が増加したことが要因と思われます。なお、赤の折れ線グラフの検挙率につきまして

は、毎年８０％台後半から１００％を超えており、昨年の１１３．３％は全国１位の検挙

率となっております。 

 最後に４の特殊詐欺の状況について説明します。昨年の特殊詐欺の認知件数は７８件、

被害額は約１億４，９００万円となっており、前年比で認知件数は増加したものの、被害

額は減少しております。一方、資料の一番下に記載しておりますＳＮＳ型投資・ロマンス

詐欺の被害につきましては、急増しており、昨年の被害は被害件数６１件、被害額は約５

億７，９００万円で被害額に関しては、特殊詐欺の約４倍に上っております。このような

特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の検挙対策につきましては、だまされたふり作戦

や振り込んだ現金を引き出す出し子を検挙する中で、関係する都道府県警察と連携して捜

査を推進し、上位被疑者への突き上げ捜査を展開しております。こうした犯罪を敢行する

匿名流動型犯罪グループは、主に首都圏をはじめ、最近は海外にも拠点を置いて活動して

いることから、警察庁はもちろん全国警察が一丸となって関係機関、団体、外国の捜査機

関などとも連携し、引き続き組織の中枢を摘発するような捜査を進めてまいります。 

 以上が令和６年中の犯罪情勢ですが、本年も県民の安全安心のため、犯罪の抑止と検挙

に鋭意取り組んでまいりたいと考えています。警察本部からの報告は以上となります。 

○福井委員長 

 ただいま説明がありましたが、質疑等はございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 それでは、以上で報告事項の調査を終了いたします。 

 この際、警察本部全般に関し、委員の皆様から何かありましたらお願いいたします。よ

ろしいですか。 

 内藤委員。 

○内藤委員 

 ちょっと１点。 

 免許証がマイナンバーカードで利用できるということが３月の２４日からはじまるんで

すけども、これを利用しようと思うと、警察署のほうにいって、そういうシステムが既に

あるわけですか。 
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○福井委員長 

 秦交通部長。 

○秦交通部長 

 警察署は窓口でして、申請の手続をしていただいて警察署のほうの機械にセットしてい

ただいた上で免許情報を書き込ませてもらうというような流れになりますので、行かれた

方が自分で書き込むようなことはございません。 

○福井委員長 

 内藤委員。 

○内藤委員 

 そのときに手数料みたいなものは発生するわけですか。 

○福井委員長 

 秦交通部長。 

○秦交通部長 

 はい、手数料は発生いたしますので、手数料をお払いただいて、マイナンバーカードに

免許情報を入れてマイナ免許証に替えていただくということになります。 

○福井委員長 

 内藤委員。 

○内藤委員 

 ちなみにどの程度の手数料が発生するんですか。 

○福井委員長 

 前回、説明があったと思いますけど、おさらいということで、秦交通部長、資料ありま

すかね。前回、説明をたしか受けたような。 

 秦交通部長。 

○秦交通部長 

 ちょっと今手元にございません。たしか１，４４０円だったような気が。もし間違って

いれば、また御連絡させてもらいます。 

○福井委員長 

 タブレットの中にこの間の記事、入ってると思います。 

 ほかにございますか。 

 それでは、以上で警察本部所管事項の審査及び調査を終了いたします。 

 執行部の皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 委員の皆様はしばらくお待ちください。 

〔執行部入替え〕 

○福井委員長 

 それでは、これより人事委員会事務局・監査委員事務局・議会事務局の所管事項につい

て、審査を行います。 

 はじめに、人事委員会事務局長の挨拶を受けます。 

 柳樂人事委員会事務局長。 

○柳樂人事委員会事務局長 

 失礼いたします。福井委員長、吉野副委員長をはじめ委員の皆様方には、人事委員会事
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務局の業務につきまして日頃から御協力、御理解いただいておりますこと、厚くお礼を申

し上げます。 

 本日は、令和７年度当初予算案１件、令和６年度補正予算案１件について御審議いただ

くこととしております。何とぞよろしくお願いいたします。 

○福井委員長 

 次に、監査委員事務局長の挨拶を受けます。 

 前田監査委員事務局長。 

○前田監査委員事務局長 

 福井委員長、吉野副委員長、そして委員の皆様。日頃から、そしてこの１年、監査委員

事務局の業務に御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。また、田中委員にお

かれましては、監査委員として平素から御指導をいただいておりますことを重ねてお礼申

し上げます。 

 今年度も、私どもは、監査委員を支える事務局として、財務監査、財政的援助団体等監

査、決算審査、財政や経営の健全化審査などの監査の業務を地道に実直に行ってまいりま

した。 

 本日は、予算案２件を御審議いただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

○福井委員長 

 次に、議会事務局長の挨拶を受けます。 

 奈良井議会事務局長。 

○奈良井議会事務局長 

 失礼いたします。福井委員長、吉野副委員長、そして総務委員会の委員の皆様方、引き

続き大変お世話になります。 

 本日は、議会の予算案について御審議をいただくこととしております。後ほど成相次長

のほうから説明させていただきますので、どうかよろしくお願いをいたします。以上です。 

○福井委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、付託議案の審査を行います。 

 本委員会に付託された人事委員会事務局、監査委員事務局、議会事務局に係る議案は、

予算案２件です。 

 令和７年度当初予算に係る第３号議案のうち関係分、令和６年度補正予算に係る第５８

号議案のうち関係分について、執行部から説明を受けます。 

 なお、質疑は全ての説明を受けた後、一括して受けることといたします。 

 それでは、順次説明してください。 

 畑田人事委員会事務局企画課長。 

○畑田人事委員会事務局企画課長 

 そういたしますと、人事委員会事務局関係分の予算案２件の概要でございます。 

 はじめに、令和７年度当初予算に係る第３号議案のうち人事委員会事務局関係分につい

て御説明いたします。 

 資料、画面のほうを御覧ください。人事委員会事務局関係分の令和７年度当初予算につ

きましては、内容といたしましては、例年どおり人事委員の報酬、人事委員会勧告や職員
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採用試験に係る経費、これに加えて事務局職員の給与費などを計上させていただいており

ます。 

 歳出予算の総額でありますが、表の予算総額のＲ７当初に記載しておりますとおり、１

億４，６６０万円余となっております。なお、財源の一部に公平委員会の事務を受託して

おります町村等からの負担金収入２０万円余を充てさせていただいております。令和委７

年度の当初予算総額につきましては、令和６年度当初予算と比較いたしまして、１，５６

５万円余の増としております。この増につきましては、後ほど内訳のところで御説明させ

ていただきます。 

 続きまして、歳出の内訳でございます。まず、委員会費のほうでございますが、委員会

費のほう５，２９７万円で、ここには人事委員の３名の報酬のほか、人事委員会勧告、職

員採用試験などに係る経費を計上させていただいております。前年度、令和６年度に比べ

て１，３８１万円余の増となっております。この主な増要因の理由でございますが、項目

５の採用試験・選考事務費に係るものとなるんですけども、採用試験の採点などを行って

おります現行のシステムの運用期間が令和６年度、本年度で終了することに伴いまして、

令和６年度に後継システムの開発をさせていただきました。令和７年度からはこの開発費

用を令和１１年度までの間、本格的に分割支払いが開始されるということになりましたの

で、その分、昨年度に比べると支出が増となっております。 

 なお、システムの開発につきましては、令和６年度当初予算において、令和７年度から

令和１１年度までの５年間、合計で９，４３０万円余の債務負担行為を設定させていただ

いて、実施させていただきました。 

 続きまして、事務局費ですが、こちらのほう９，３６３万円余計上させていただいてお

りまして、ここには事務局職員の給与費や報酬などを計上させていただいております。こ

の事務局費につきましては、本年度ありました給与改定などによって、前年度に比べて１

８４万円の増となっております。 

 続きまして、令和６年度２月補正予算に係る第５８号議案のうち人事委員会事務局関係

分について御説明いたします。資料、画面のほうを御覧ください。表の真ん中のところに

なりますが、補正額を記載しております。補正額につきましては、２１３万円余の減額を

お願いさせていただきまして、補正後の予算額は１億３，２６７万円余となります。減額

の理由といたしましては、実績、それから今後の見込みを鑑みて減額をさせていただいて

おります。 

 以上が人事委員会事務局関係分の予算案２件の概要でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○福井委員長 

 佐々木監査委員事務局監査第一課長。 

○佐々木監査委員事務局監査第一課長 

 監査委員事務局の予算案を説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。令和７年度当初予算でございます。総額は１億６，９８

６万円余。前年度当初と比べまして、１５８万円余の減となっております。項目１番、２

番の監査委員、４番の一般職員、５番の会計年度任用職員の人件費はいずれも令和６年度

当初と同様の人数に、今年度行われました給与改定等を反映させた額となっております。
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その他の項目につきましては、今年度当初とほぼ同水準の額を計上しております。 

 ２ページ目、令和６年度２月補正予算でございます。補正の総額は４７０万円余の減額、

補正後の額は１億７，０１５万円余となります。内容はいずれも実績見込みに伴う減額で

ございます。以上でございます。 

○福井委員長 

 成相議会事務局次長。 

○成相議会事務局次長 

 議会事務局の予算案について御説明をいたします。 

 １ページ目をお願いいたします。令和７年度の当初予算案でございます。予算総額は、

１０億５，３００万円余で、対前年比１９０万円余の増となっております。内訳でござい

ますが、まず議会費については、１の議員報酬は令和６年度に改定されました議員報酬と

議員期末手当の単価を反映いたしておりまして、１，６００万円余の増となっております。

３の議会運営事務費でございますが、２，４００万円余の減となっておりますが、主な減

額理由といたしましては、議会の中継用カメラ等の放送機器の更新を令和６年度に終了し

たことに伴うものでございます。議会費全体といたしましては、７億８，４００万円余を

計上しておりまして、対前年比７８０万円余の減額となってるところでございます。 

 次に、事務局費でございますが、４の一般職給与費は、令和６年度の給与改定を反映し

たことにより、６００万円余の増、６の議会広報・広聴事務費、これはハイライト放送で

ございますとか、ケーブルテレビ放送のテレビ広報、県議会だよりなどの新聞広報、ホー

ムページ、会議録作成経費などが計上されておりますが、各委託料が増える見込みである

ことから、９０万円余の増となっております。７の議事堂別館運営費につきましては、会

計年度任用職員の報酬改定等により１５０万円余の増額、事務局費全体といたしましては、

２億６，９００万円余を計上し、対前年比９８０万円余の増額となっております。 

 次に、２ページをお願いいたします。令和６年度２月補正予算でございます。補正額は

１，２００万円余の減額、内容といたしましては、主に実績見込みによる減額となってお

り、補正後額１０億６，３００万円余でございます。議会費のうち、３の議事運営費につ

きましては、委員会活動費などの実績見込みに基づき、１，７００万円余の減額をいたし

ております。事務局費のうち、４の一般職給与については、職員の時間外手当などの実績

見込みによりまして６２０万円余の増額となっております。私からは以上でございます。 

○福井委員長 

 説明がありましたが、質疑等はございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 それでは、令和７年度当初予算について、採決を行います。 

 お諮りいたします。第３号議案のうち関係分について、原案のとおり可決すべきものと

することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 御異議なしと認めます。よって、第３号議案のうち関係分については、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 
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 次に、令和６年度補正予算について採決を行います。 

 お諮りいたします。第５８号議案のうち関係分について、原案のとおり可決すべきもの

とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 御異議なしと認めます。よって、第５８号議案のうち関係分については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、付託議案の審査を終了いたします。 

 この際、３事務局全般に関し、委員の皆様から何かありましたらお願いいたします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 よろしいですか。 

 それでは、以上で人事委員会事務局・監査委員事務局・議会事務局所管事項の審査を終

了いたします。 

 執行部の皆様、お疲れさまでした。 

 委員の皆様は、引き続き委員間協議を行いますので、しばらくお待ちください。 

〔執行部退席〕 

○福井委員長 

 それでは、委員間協議を行います。 

 はじめに、委員長報告について御相談いたします。 

 今回の委員長報告に当たり、特に盛り込むべき事柄等があれば、御意見をお伺いいたし

ます。ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 それでは、委員長報告につきましては、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 それでは、御異議ないようですので、そのように決定いたします。 

 次に、委員派遣についてですが、所管事項にかかる調査活動を計画されている方があれ

ば、委員会として派遣決定をしておく必要がありますので、お申し出ください。 

 よろしいですね。（「はい」と言う者あり） 

 次に、閉会中の継続審査及び調査事件についてですが、お配りした案のとおり、議長に

申し出ることとしてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 それでは、御異議ないようですので、そのように決定いたします。 

 次に、その他でございますが、１２月１１日に実施しました所管事項調査（県立大学松

江キャンパス）の調査でございますが、その概要をタブレットの総務委員会の委員間協議

に載せておりますので、また御覧いただければと思います。 
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 本日の予定は以上ですが、ほかに何かございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○福井委員長 

 よろしいですか。 

 それでは、これをもちまして、総務委員会を閉会いたします。 

 大変ありがとうございました。お疲れさまでした。 

 


